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○ 大学の概要

(1) 現況 (2) 大学の基本的な目標等
① 大学名 ○鹿屋体育大学の基本的な目標（中期目標の前文より）

国立大学法人鹿屋体育大学 人類共通の知的資産である文化としてのスポーツは，個々人の健全な身
体発達や，調和と共生の精神を有する人間性豊かな人材の育成に，必要不

② 所在地 可欠のものである。国立大学法人鹿屋体育大学は，国立大学唯一の体育大
鹿児島県鹿屋市 学として，国民各層のスポーツへの多様なニーズに応える教育・研究組織

を柔軟に編制し，スポーツを通して創造性とバイタリティに富む有為の人
③ 役員の状況 材を輩出するとともに，明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に貢献する

学長 芝山秀太郎（平成１２年８月１日～現在） ために，以下の基本目標を掲げる。
理事 ３名（うち非常勤１名） ① 教育に関する目標
監事 ２名（非常勤） 実学を重視し，科学的な基礎知識と幅広い応用能力及び優れた実技

指導力をもった人材の育成を目標とする。また，スポーツを通じて国
④ 学部等の構成 際的感覚の養成に努める。

【学 部】体育学部（スポーツ総合課程，体育・スポーツ課程(平成１８年 ② 研究に関する目標
度にスポーツ総合課程へ改組)，武道課程） 競技力の向上及び運動による健康づくりの普及に関する実践的な研

【研究科】大学院体育学研究科 究を推進する。人文科学・社会科学・自然科学の諸領域にまたがる体
（修士課程：体育学専攻，博士後期課程：体育学専攻） 育学の特性を活かして，総合的，学際的，実践的領域を研究開発する。

【学内共同教育研究施設等】 ③ 社会貢献に関する目標
外国語教育センター 科学的なトレーニング法や発育期の一貫指導システムの研究開発を
海洋スポーツセンター 推進し，国際的な競技力向上に貢献するとともに，社会の活性化に資
スポーツトレーニング教育研究センター する国民の健康増進と豊かなスポーツライフの形成に向けたプログラ
生涯スポーツ実践センター ムの研究成果を発信する。
アドミッションセンター
スポーツ情報センター
保健管理センター
附属図書館

⑤ 学生数及び教職員数（平成１８年５月１日現在）
【学生総数】学部：７０１人，大学院：９１人（内訳は下表のとおり）

課 程
在学者数

計
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

体育学部 スポーツ総合課程 124(1) 124(1)
体育・スポーツ課程 119 119(1) 127(1) 365(2)
武 道 課 程 55 56 48 53 212

計 179(1) 175 167(1) 180(1) 701(3)

課 程 在学者数 計
１年次 ２年次 ３年次

体育学研究科 修 士 課 程 28(1) 34(4) 62(5)
博 士 後 期 課 程 9(1) 11(1) 9(1) 29(3)

計 37(2) 45(5) 9(1) 91(8)
注１（ ）は留学生数で内数

【教員数（本務者）】６６人（学長１人及び副学長（理事）２人を含む。）
【職員数（本務者）】７１人

鹿屋体育大学
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(3) 大学の機構図

平成１８年度新設 学 長 選 考 会 議

経 営 協 議 会 学 長 役 員 会 教育研究評議会

理事（副学長)
監 事（非常勤)

理事（副学長)

監 査 室 理事（非常勤)
企 画 室

学 生 相 談 支 援 室
学 長 補 佐

就 職 対 策 室

常任委員会等 競 技 力 向 上 対 策 室

研 究 連 携 推 進 室

学生スポーツボランティア支援室

学内共同教育研究施設 保健管理センター 体 育 学 部 大学院体育学研究科 附 属 図 書 館 事 務 局
(詳細は次頁参照)

外 国 語 教 育 セ ン タ ー ス ポ ー ツ パ フ ォ ー マ ン ス 系

海 洋 ス ポ ー ツ セ ン タ ー スポーツライフスタイル・マネジメント系
総 合 健 康 運 動 科 学 系

スポーツトレーニング教育研究センター 伝 統 武 道 ・ ス ポ ー ツ 文 化 系
総合トレーニング運動科学系

生 涯 ス ポ ー ツ 実 践 セ ン タ ー

ア ド ミ ッ シ ョ ン セ ン タ ー
大学院体育学研究科委員会

ス ポ ー ツ 情 報 セ ン タ ー

教 授 会

鹿屋体育大学
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鹿屋体育大学
事務組織

総務課長 専門職員 総務係
平成１８年度改組

総務係 経営企画係
課長補佐

平成１７年度組織(係単位) 経営企画係 大学評価係

広報サービス係 広報サービス係

人事係 人事係

財務課長 専門職員 専門職員

財務係 財務係
課長補佐

主計係 主計係

出納係 出納係

契約係 契約係

事務局長 施設マネジメント課長 施設企画係 施設企画係

施設管理係 施設管理係

教務課長 専門職員 専門職員

教務係 教務係
課長補佐

大学院・留学生係 大学院・留学生係
専門員

入試係 入試係

学生サービス課長 専門職員 専門職員

学生サービス係 学生サービス係
課長補佐

スポーツ係 スポーツ係
専門員

学術図書情報課長 図書管理係 図書管理係

図書サービス係 図書サービス係

情報システム係 情報システム係

国際交流・研究支援係 国際交流・研究支援係

産学連携・知的財産係 産学連携・知的財産係
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○ 全体的な状況

本学では，国立唯一の体育大学として，スポーツを通じた創造性とバイタリテ ができた。
ィに富む有為の人材を輩出するとともに，明るく豊かで活力に満ちた社会の形成 また，教育研究に対するアクティビティとモチベーションを高めることを基
に貢献することを基本目標としている。 本として，新たな職｢助教｣を中心に任期制の導入拡大を推進した。

教育面では，実学を重視し，科学的な基礎知識と幅広い応用力及び優れた実技 ○ 教員の業績評価の在り方に関し，より客観性を増すため評価基準にポイント
指導力を持った人材の養成を目標としている。また，研究面では，競技力の向上 制を導入し，重点的に活動した領域を自己申告し高評価できるよう，各教員の
及び運動による健康づくりの普及に資するよう，人文・社会・自然科学の諸領域 意向を反映し評価システムの見直しを図った。
にまたがる体育学の特性を活かした総合的・学際的・実践的領域の研究開発を目 ○ 事務組織の在り方に関し，法人化後２年を経た時点での全業務の分析と問題
指している。 点洗い出し調査を行い，その評価結果をもとにアクションプランを策定し，改

平成18年度は，法人化後２カ年の業績を踏まえ，これまでの教育研究の一層の 善を図った。
充実を図るとともに，スポーツ・健康に関する社会の要請，新たなニーズに応じ ２．財務内容その他の業務運営に関する取組
た教育研究体制の改善充実を図ってきた。主な取り組みとしては，体育学部にお ○ 施設･設備の整備に関し，設備の有効利用及び共同利用を促進する効率的な導
ける課程改組（｢体育･スポーツ課程｣→｢スポーツ総合課程｣）及び入学定員の改訂 入計画の立案のため，また，既存施設の有効利用を図り施設マネジメントの徹
（100人→120人），これに併せた新カリキュラム改訂に向けた準備･取り組み，新 底による改修整備と体育施設の機能確保を目指す施設整備緊急５カ年計画の立
たにスポーツ専門職のための実践的キャリアトレーニングプログラム開発の開始 案のため，設備及び施設整備それぞれのマスタープランを策定した。
等である。体育学研究科においては，博士後期課程の充実に向けて国立スポーツ ○ 本学の教育研究の質を維持･向上するため，前年に引き続き管理的経費を中心
科学センターとの連携により，体育系では全国初の連携大学院の開設と入学定員 に改善･見直しを継続し，経費の抑制に努めた。平成18年度は，ボイラー運転に
の増（６人→８人）を準備するとともに，博士後期課程３年目を迎え，博士号取 当たり，こまめな発停を繰り返し，省エネに努めるとともに経費の削減を図る
得者２人を輩出することができた。 ことができた。

また，体育学の特性を活かした研究の推進として，TASSプロジェクト（競技力 ３．自己点検･評価及び情報提供に関する取組
への科学的サポート研究）及びPALSプロジェクト（運動による健康の保持・増進 ○ 教育研究を行う大学としての適格性を早期に国民や社会に説明してゆく方針
研究）をはじめとした充実を図り，教育研究成果を公開講座の実施や地元町村の を定め，平成19年度に大学機関別認証評価を受審することを決定し，このため
高齢者等の健康づくりへの協力などにおいて，地域社会へ積極的に還元した。 の自己点検及び評価作業に着手した。

更に，新たに隣接の国立大隅青少年自然の家との全国初の包括的連携協定を結 ○ 社会に開かれた大学として，大学全体の危機管理及びリスクマネジメントの
び，スポーツ体験活動等を通じた社会貢献の進展を図った。 基本的な考え方･行動方針等をリスクマネジメントポリシーとして策定し，公益

このほか，国際交流を推進する観点からも，学術交流協定の更新など国際交流 通報者の保護に関する学内規程等とともにホームページ上に公表するなど学内
を具体化するため交流担当教員を配置し実質化を図るとともに，スポーツボラン 外に対して積極的に情報発信を行った。
ティアやSCO-OPプログラムに関する国際フォーラムを開催した。更に，保健体育， ４．競技力向上の支援に関する取組
レクリエーション等人間の身体文化に関する全ての分野を対象とする国際学会で ○ 学生の世界レベルでの競技力の向上を図るため，重点強化種目･強化選手を選
あるイチパー学会第50回記念世界大会を20年度に開催することとし，研究者コミ 定し，学長裁量経費を重点的に投入している。今年度は，世界水泳選手権（銅
ュニテｨとの連携を図った。 メダル２個），ドーハ･アジア競技大会（金･銀･銅メダル各１個）での水泳部･

自転車競技部の活躍をはじめ，多くの学生が日本選手権の上位入賞，インカレ
国立大学法人の運営面に関する特徴的な取り組みのうち，主なものは以下の通 優勝を果たしており，トップアスリートとして着実な成果を納めた。

りである。 ○ また，アテネオリンピック金メダリストである柴田亜衣選手（大学院修士課
１．業務運営に関する取組 程２年）が，日本新記録を今年度７個樹立したことは大きな成果である。学生
○ 平成18年度は，学長任期の中間期に当たり，理事及び学長補佐の改選が行わ に対する啓発の意味も含めて学内に日本新記録記念植樹を実施しており，これ
れ，理事の所管業務を見直すとともに，学長の特命事項を担当する学長補佐に まで10本が植樹されており，記念植樹の森ができつつある。
あっては，今回特に担当業務に専念できるよう他の役職との兼任廃止を打ち出
し，規程の改正を行った。更に，学長･理事等がリーダーシップを発揮しやすい
環境づくりを心掛け，企画立案の執務に専念できる時間帯(オフィスアワー)を
設定した。
○ 平成18年度から，学長裁量経費に戦略的ISOP経費を設け，本学が取り組むべ
き課題について，経営改善に結びつくアイデアを執行部が積極的に吸い上げ実
施に移すこととし，学長のリーダーシップを発揮しやすいシステムを確立した。

○ 学校教育法の一部改正(准教授･助教の配置)及び総人件費の抑制への対応と併
せ，体育系大学の組織の活性化と構成員の能力を最大限に発揮することを目指
して，人事に関する基本的方向を｢人事マネジメント方針｣として打ち出すこと

鹿屋体育大学
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

① 運営体制の改善に関する目標

中 ○学長が学内コンセンサスに留意しつつ強いリーダーシップを発揮し，適切な意思決定と着実な実行が図られるよう，小規模単科大学にふさわしい機動的な管理
期 運営体制の実現を目指す。
目 ○学長・役員の指揮と教職員一体となった学内運営参画により，効率的・機動的な業務執行の実現を目指す。
標 ○大学の経営資源の現状や社会的ニーズを踏まえ，経営戦略に沿った適切な資源配分を行い，教育研究その他の事業展開において最大限の成果の実現を目指す。

中期計画 年度計画
進捗

判断理由（計画の実施状況等）
ｳｪ

状況 ｲﾄ

１運営体制の改善に関する目標を達成す １運営体制の改善に関する目標の達成
るための措置

（１）全学的な経営戦略の確立に関する （１）全学的な経営戦略の確立
具体的方策

【1】大学の理念・目標や人的・物的資 【1】本学の教育研究等の一層の充実を Ⅲ ○経営戦略に沿った事業計画として，ＴＡＳＳ，ＰＡＬＳ等の学内共同
源の現状について学内共通認識を形成 図るため，社会のニーズや各種スポー プロジェクトへの学長裁量経費の重点的投入，競技力向上への支援等
し，競技スポーツ・生涯スポーツ等に ツ分野の動向を踏まえた経営戦略を展 に取り組んだ。
関する動向やニーズを踏まえ，大学と 開する。 ○競技スポーツ・生涯スポーツ等に関する動向やニーズを踏まえた，生
して教育研究その他の事業展開におい 涯スポーツビジネス分野での専門家養成に向けたプログラム（SCO-OP
て最大限の成果を上げるための経営戦 プログラム）の開発とモデル事業を進めることとし，１８年度から３
略を策定する。 年計画で実施を開始した。

○本学と国立スポーツ科学センター間において，研究スタッフの連携，
特色ある研究施設・設備の相互利用，研究成果等の知的資源の相互活
用を推進し，本学大学院体育学研究科博士後期課程の学生が研究指導
を同センターにおいて受けることを可能とする連携大学院の協定を締
結した。

（２）運営組織の効果的・機動的な運営 （２）運営組織の効果的・機動的な運営
に関する具体的方策

【2】学長・役員が経営協議会と教育研 【2】組織運営体制の充実を図るととも Ⅲ ○経営協議会の学外委員に，事前に資料説明を行い実質的な審議時間の
究評議会の審議を踏まえ業務を執行す に，各種学内委員会の運営など会議の 担保を図った。また，テレビ会議を導入し東京近辺在住の学外委員の
る体制を確立する。特に，教員のコン 効率化を図る。 時間的負担の軽減を行った。
センサス形成に関しては，従来の教授 ○学長補佐が担当職務に専念できるようにするため，原則として，附属
会中心の仕組みから，系会議・学部教 図書館長，センター長，系主任との兼任ができないこととし，学長補
授会等と教育研究評議会との連携を基 佐体制の充実を図った。
本とする仕組みへの移行について，早 ○諸施策の実現可能性を高めるため，専門的かつ短期的な課題等につい
期の定着を図り，小規模単科大学にふ て迅速に対応するため，学長が適任者を選んで，当該案件を付託する
さわしい簡素・機動的・効率的な運営 特別委員会又はワーキンググループを設置し，組織の機動性を高め，
を目指す。また，各種委員会等に関し 会議運営の効率化を図った。
ては，教員の教育研究への専念を確保 ○運営連絡会，教育研究評議会に提出される案件は，既に委員会等にお
しつつ多面的な参画を得るため，機能 いて審議済みであることから，重複する案件の事前打ち合わせは原則
的に再編整理するとともに，事務職員 行わないこととした。

鹿屋体育大学
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の積極的参画を推進する。

（３）教員・事務職員等による一体的な （３）教員・事務職員等による一体的な
運営に関する具体的方策 運営

【3】小規模の教職員体制を前提として， 【3】教員・事務職員等が一体となった Ⅲ ○教員・事務職員が一体となった室の開催状況の点検を行い，これまで
学長・役員の指揮のもと，教員・事務 協働体制の点検・整備を行う。 事務局に設置していた室を法人の管理運営に関する重要事項へ対応す
職員が一体となって戦略的課題に迅速 る法人の組織として鹿屋体育大学通則において位置づけた。
・機動的に対応する弾力的な協働体制 ○学生宿舎の巡回を教員と事務職員が協働して行うこととした。
を整備する。

（４）学外の有識者・専門家の登用に関 （４）学外の有識者・専門家の登用
する具体的方策

【4】学外理事や経営協議会を通じて， 【4】学外理事や経営協議会を通じて， Ⅲ ○広報体制を充実すべきとの学外理事の提言により，新たに「鹿屋体大N
地域社会や全国的視野でのスポーツ界 地域社会や全国的視野でのスポーツ界 ews」と称したチラシを作成し，町内会回覧等により大学広報を行った。
・産業界等の意見を大学運営に反映さ ・産業界等の意見を大学運営に反映さ また，地元に開局されたＦＭ局を利用して公開講座とＮＩＦＳスポー
せるとともに，大学の理念や現状を学 せるとともに，大学の理念や現状を学 ツクラブの広報を行った。
外に周知し，社会に開かれた大学を目 外に周知する。 ○学生にスポーツに関することを公表する場や機会を与えることが大事
指す。 との経営協議会委員の提言により，日本学生支援機構の優秀学生顕彰

事業へ２名の学生を推薦した。その結果，スポーツに関する論文で２
名とも奨励賞を受賞した。

（５）全学的視点からの戦略的な学内資 （５）全学的視点からの戦略的な学内資
源配分に関する具体的方策 源配分

【5】学内の人的・物的・財政的資源を 【5-1】教員の業績評価の改善を図ると Ⅲ 教員の業績評価については，より客観性を増すため評価基準にポイン
戦略的見地から有効に配分することを ともに，教育研究経費配分のシステム ト制を導入した。また，重点的に活動した領域（教育・研究・学生支援
目指して，教職員の業績や各組織の教 を検証し，戦略的に有効な学内資源配 ・社会貢献・管理運営）を高評価できる方法へと見直した。なお，この
育研究・業務の達成度を適切に点検・ 分を進める。 評価結果をもとに教育研究経費の傾斜配分を行った。
評価し，その結果を踏まえて学長が重
点的に資源配分の決定を行う仕組みの 【5-2】各組織における年度計画の進捗 Ⅲ ○常任委員会委員長及びセンター長，事務局の各課長を対象に年度計画
確立を図る。 状況を検証するため，時期を定めて学 の進捗状況を検証する学長ヒアリングを１０月３０日に実施した。

長ヒアリングを実施し，達成に向けて ヒアリングの結果に応じて，学長より達成に向けての指示を出した。
の取組みを推進する。

（６）内部監査機能の充実に関する具体 （６）内部監査機能の充実
的方策

【6】監事の監査機能を補佐するための 【6】内部監査の実施体制について検証 Ⅲ 学長の下に監査室を設置した。これにより監事との連絡調整および，
適切な事務体制を整備することによ し，監査機能の充実を図る。 監事監査の事務に関する体制を強化した。また，内部監査要項を策定し，
り，内部監査機能の充実を図る。 内部監査４件（業務監査２件，会計監査２件）を実施した。

（７）国立大学法人間の自主的な連携・ （７）国立大学法人間の自主的な連携・
協力体制に関する具体的方策 協力体制

【7】国立大学法人間の連携・協力に関 【7】九州地区及び鹿児島県内における Ⅲ 九州地区及び鹿児島県内での連携・協力については次のような取組を
し具体的な検討を行う体制の整備を図 国立大学法人等間との連携・協力を進 行い，連携・協力体制の充実強化を図った。
る。 める。 ○九州地区

・国立大学協会九州支部会議への参加
・九州地区国立大学間の連携の可能性に係る企画委員会の設置及び具体

鹿屋体育大学
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的な方策の検討参加

・九州地区国立大学間の連携の可能性に係る企画委員会への参加
・九州地区国立大学間の連携の可能性に係る企画委員会の下のリポジト

リ部会に参加
・国立大学法人等監事協議会九州支部会への参加
・入試に関する国立大学合同説明会に参加（東京，大阪，福岡，北九州）
・人事交流の実施（鹿児島大学，九州大学，熊本大学，宮崎大学，大隅

青少年自然の家）
○鹿児島県内
・鹿児島県内学長等懇談会への参加
・単位互換の実施（派遣１名，受入６名）
・第１回県内大学・短期大学間教育実習連絡会に参加
・国立大学法人等採用予定者に対する合同説明会の実施
○本学と独立行政法人国立青少年教育振興機構国立大隅青少年自然の家

と連携・協力体制の締結を行った。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

② 教育研究組織の見直しに関する目標

中 ○大学の理念・目標を実現するための教育研究組織の弾力的な設計を図る。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

２教育研究組織の見直しに関する目標を ２教育研究組織の見直しに関する目標の
達成するための措置 達成

（１）教育研究組織の編成・見直しのシ （１）教育研究組織の編成・見直しのシ
ステムに関する具体的方策 ステム

【8】教育研究の進展や競技スポーツ・ 【8】教育研究の進展や競技スポーツ・ Ⅲ ○体育学部の学部改組
生涯スポーツに関する動向を踏まえ， 生涯スポーツに関する動向を踏まえ， 社会の変化に伴う新しい人材養成ニーズを見通した定員増と改組計画
学部・研究科・附属施設などの教育研 教育研究組織や教育研究分野を不断に のもと，体育・スポーツ課程をスポーツ総合課程に改組し定員を２０
究組織やその教育研究分野を不断に点 点検する。 名増とした。
検し，適切な評価を経て機動的に再編 ○年度計画【39】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
する。

（２）教育研究組織の見直しの方向性 （２）教育研究組織の見直しの方向性

【9】教職員の人員配置を学長が一元的 【9】１９年度以降実施予定 ○学校教育法の改正に伴い，本学における教員組織において，「助教授」，
に管理し，新規採用すべき教員ポスト （１８年度年度計画なし） 「助手」を廃止し，新たに「准教授」「助教」と新「助手」を置くこ
の決定を戦略的に行う。 ととした。

○「助教」には全員に５年の任期制を導入することとした。
○大学が期間を定めて行う教育研究の計画で，学長が大学の経営戦略上

特に必要なものとして指定した計画に基づいて新たに雇用する教授，
准教授，講師，助教又は助手については，任期を付して採用すること
とした。

○年度計画【88】の「計画の進捗状況」参照。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

③ 人事の適正化に関する目標

中 ○大学の理念・目標を実現するための人的資源の効果的なマネジメント体制を確立する。
期 ○教職員の業績評価システムによりその能力開発と適切な処遇を確保する。
目 ○教職員の多彩な活動を可能とする柔軟な人事システムを構築する。
標 ○優れた人材を獲得するために，教員の任期制，公募制を実施するとともに，教員組織の活性化を図る。

○「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ，人件費削減の取り組みを行う。

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

３教職員の人事の適正化に関する目標を ３教職員の人事の適正化に関する目標の
達成するための措置 達成

（１）人的資源の効果的な活用に関する （１）人的資源の効果的な活用
具体的方策

【10】大学の理念・目標を実現するため 【10】大学の理念・目標を実現する観点 Ⅲ 引き続き人件費削減も勘案しつつ，本学の理念を実現するため，組織
の人事マネジメント体制を確立・整備 から，人的・物的・財産的資源の現状 の活性化に資する望ましい人的基盤のあり方と，構成員の能力が最大限
し，効果的な人的資源の活用を進める。 を踏まえた人事マネジメントの基本方 に発揮される人事の基本的方向を示す人事マネジメント方針を策定した。

針を策定し，その方針に基づいた効果 なお，１８年度は教員人事として教授等の採用・昇任人事を実施した。
的な教員採用，昇任人事等を進める。

（２）人事評価システムの整備・活用に （２）人事評価システムの整備・活用
関する具体的方策

【11】教員の職務について，教育・研究 【11】教員の業績評価に関するシステム Ⅲ ○年度計画【5-1，12-2】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
・管理運営・社会貢献など多岐に及ぶ について検証し，より効果的・客観的
分野の業績評価システムを整備すると な評価の実現に努める。
ともに，事務職員についても，教員に
準じる。

【12】教職員の業績評価システムは，客 【12-1】教員の業績評価結果の活用方法 Ⅲ ○評価結果を自己研鑽に活用できるようグラフ化し，優れている点や改
観的・明快な評価基準の策定と透明性 について検証する。 善すべき点の顕在化を行った。また，意見申立の機会や評価方法も明
のある運用に努め，業務運営の適正化 確にし運用の透明性を確保した。評価結果の低かった教員は学長に改
や業績に応じた処遇などに役立てるも 善報告書を提出した。
のとする。 ○年度計画【5-1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【12-2】事務職員を対象とした業績評価 Ⅲ 本学における人事評価の実施目的及び評価結果の活用方法について検
及び人事評価について調査・研究を行 討した。この検討結果を受けて１２月１日を評定日として部分試行を実
うともに，その導入について検討する。 施した。

（３）柔軟で多様な人事制度の構築に関 （３）柔軟で多様な人事制度の構築
する具体的方策

【13】教員の職務が教育・研究・管理運 【13】特定の教員が教育，研究，競技指 Ⅲ ○本学の理念・目標実現に向けて，教員が柔軟かつ効率的に活動が出来
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営・社会貢献など多岐に及んでいるこ 導，管理運営など，大学業務のいずれ る教員組織体制の確立を目指し，平成１９年４月より施行させる学校
とに鑑み，人的資源の有効活用の観点 かに重点を置いて職務が遂行できるよ 教育法改正及び大学設置基準等の改正を勘案した人事マネジメントの
から，特定の教員について，教育・研 うな体制について検討する。 方針を策定した。
究・競技力向上などのうちいずれか特 ○年度計画【5-1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
定の業務に専念・集中させ，他の業務
を免除・軽減する仕組みを設ける。

【14】競技力向上のためのコーチの職務 【14】教員・事務職員を問わず，競技力 Ⅲ ○コーチの業務に専念できるよう，執務時間の配慮を行いコーチ業務に
は，教員・事務職員を問わず専念・集 向上のためのコーチの職務に重点を置 専念・集中することができる仕組みを設けた。
中させることができる仕組みを設け いて遂行できる仕組みを検討する。 ○年度計画【13】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
る。

【15】高度の専門的業務を行う事務職員 【15】高度に専門的な業務を行う事務職 Ⅲ ○大学運営のプロフェッショナルとなるべく資質向上や意識形成のため，
の仕組みを設ける。 員のあり方とその配置について検討す 事務系職員を中心とした職員ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント）

る。 研修会を開催した。
○引き続き業務の種類や在り方等について分析・検討を進め，他大学に

おける組織編成や配置状況について情報収集し，企画室及び事務組織
検討会で検討した。

（４）任期制・公募制の導入など教員の （４）任期制・公募制の導入など教員の
流動性向上に関する具体的方策 流動性向上

【16】教員の任期制については，新たに 【16】人事マネジメントの基本方針を踏 Ⅲ ○任期制のあり方については，教育研究に対するアクティビティとモチ
採用される助手に導入しているが，学 まえ，新規採用の教員に対する任期制 ベーションを高めることを基本とすることで制度整備を行った。
校教育法の一部改正に伴う教員組織の のあり方について検討を進めるととも ○給与等については，基本的に従来通りとし，助教については，教育職
整備も踏まえ，任期制の導入拡大につ に，給与，採用期間，採用条件等につ 員本給表の２級に格付けすることを決定した。
いて，教員の業績評価システムとも関 いて規則の整備と雇用計画を策定す ○総人件費改革の実行計画及び学校基本法改正を鑑み，平成１９年度か
連させて検討する。 る。 らの人事マネジメント方針において，教員の昇任，任期制，教職員採

用の仕組みを明確化し，雇用計画を策定した。
○年度計画【9，13】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【17】教員の採用に当たっては公募を原 【17】教員の公募を行う際に，積極的に Ⅲ 教員の公募については，本学ホームページ（英文含む）に掲載すると
則とし，より適任者を得られるよう， 候補者を選定して応募を働きかけるよ ともに他大学の学長宛に文書により依頼した。また，適任と思われる者
選考手続を工夫するとともに，多様な う努めるとともに，選考手順の工夫を に公募への応募を働きかけ，その他の公募への応募者とともに競争的に
人材の確保に努め，教員組織の活性化 図る。また，採用職種，採用条件を検 選考を行った。その結果，将来性の高い２名の採用予定者を得られた。
を図る。 討し，専門家による選考委員会を設置 選考委員会の委員の選任に当たっては，選考する分野の専門家を必ず委

して適任者を決定する。 員に加えるよう配慮した。

（５）人件費削減の取組に関する具体的 （５）人件費削減の取組
方策

【18】総人件費改革の実行計画を踏まえ，【18】総人件費改革の実行計画を踏まえ， Ⅲ 総人件費改革の実行計画を踏まえた，平成１８年度から平成２３年度
平成２１年度までに概ね４％の人件費 概ね１％の人件費の削減を図る。 までの人件費予算額のシミュレーションを行った。
の削減を図る。 また，上記実行計画及びシミュレーションを踏まえて策定した平成１９

年度予算編成方針をもとに，平成１９年度予算を作成した。
なお，事務系職員については，順次削減計画を実行しており，平成１

８年４月１日に１人の削減を行った。
結果１８年度は大学全体で１％の人件費削減を達成した。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中 ○大学運営の戦略的な意思決定や迅速な業務遂行に即応できる事務組織の体制整備を図る。
期 ○大学の業務運営の見直しを進め，事務処理の効率化，合理化を図る。
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

４事務等の効率化・合理化に関する目標 ４事務等の効率化・合理化に関する目標
を達成するための措置 の達成

（１）事務組織の機能・編成の見直しに （１）事務組織の機能・編成の見直し
関する具体的方策

【19】大学の戦略，意思決定の迅速化な 【19】事務組織の機能や編成について点 Ⅳ 事務組織の在り方に関し，抜本的な見直しを行う目的で事務改革大
どに協働できる事務体制（企画機能， 検・評価を実施する。 綱を策定した。また，事務改革大綱に沿った事務機能改革を図るため
情報基盤など）を整備するとともに， に事務組織検討会の下に，中堅，若手職員による専門部会を設置し，
事務組織の機能や編制について定期的 データの収集及び具体的な改革内容の検討を行った。詳細な業務分析
に点検し，機動的で柔軟に再編制でき 及び業務に係る問題点洗い出し調査を行い，その評価結果に基づき事
る体制を整備する。 務機能改革のためのアクションプランを策定し，実施可能なものから

順次実施することとした。

【20】国立大学法人等との人事交流及び 【20-1】他の国立大学法人等との人事交 Ⅲ ○鹿児島県内における国立大学等機関と人事に関する情報交換会（鹿
学内外の研修を通じたスタッフ・ディ 流を推進する。 児島県内：６月，１２月）を行い，人事交流に関する諸問題等を検
ベロップメントを進め，専門的な能力 討した。
を育成するとともに，資質の向上を図 ○平成１８年４月１日付けで他大学等からの人事交流者（９人）を受
る。 け入れた。（九州大学１人，熊本大学１人，鹿児島大学６人，大隅

青少年自然の家１人）

【20-2】事務職員等の資質向上を図るた Ⅲ ○学内研修及び他国立大学法人との合同研修について，次のとおり実
めの研修会や勉強会を行うとともに， 施した。また，大学職員の法人職員としての意識改革等の研修とし
研修内容の改善を図る。 て，スタッフディベロップメント研修を実施した。

研 修 名 対象者（実施日・期間） 人数
放送大学を利用した研修 事務系職員(4/1～9/30) ２
初任者事務説明会 事務系職員(5/12) １５
接遇研修 事務系職員(10/30) ２０
国立大学協会九州地区支部研 実務担当者又は職員
修 (係長以下)(8/30～9/1) ７
九州地区国立大学法人等係長 係長又は係長相当の職にあ
研修 る者(9/5～9/8) ２
ｽﾀｯﾌﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ(SD)研修 全職員(1/26) ５０
セクハラ防止研修会 全職員(2/9) ４０

○セクハラ防止研修会については，講師の了解のもと，ビデオ録画し
出席できなかった職員も後日視聴できるように配慮した。

（２）業務のアウトソーシング等に関す （２）業務のアウトソーシング等
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鹿屋体育大学
る具体的方策

【21】定期的に事務処理の効率化や合理 【21】事務の効率化，事務サービスの向 Ⅲ ○幹部職員のスケジュール管理において，月曜日の午前中をオフィス
化について点検し，関連する業務の集 上を推進する。 アワーと設定することを定例とした。
中化を図るとともに，事務の省力化， ○図書館の日曜開館（13:00～17:00）を開始し，事務サービスの向上
外注化を進める。また，事務サービス を図った。
の向上についても検討を進める。 ○年度計画【19】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【22】事務の電算化を一層推進し，事務 【22】事務の電算化を推進し，事務手続 Ⅲ ○学長選考会議及び経営協議会・教育研究評議会の議事の概要につい
手続きの簡素化及び事務情報の共有化 きの簡素化や事務情報の共有化を図る て，情報の共有化を図るため，学内電子掲示板や本学ホームページ
を図るとともに，ペーパーレス化を促 とともに，ペーパーレス化を促進する。 に掲載した。
進する。 ○会議，行事あるいは幹部職員のスケジュールについて，紙媒体での

提供を無くし，グループウエアー上で，リアルタイムに確認するこ
ととした。

○旅行命令について，決裁の簡素化を行った。

【23】他の国立大学法人との共同業務処 【23】事務処理の効率化・合理化を図る Ⅲ 県内４機関（鹿屋体育大学，鹿児島大学，鹿児島高等専門学校，大
理について検討を進め，電算システム， ため，他の国立大学法人との共同業務 隅青少年自然の家）における，初任者研修及び係長研修を合同研修と
職員の採用・研修など事務処理の効率 処理について検討する。 して鹿児島大学において今後開催することを検討した。
化，合理化を進める。

ウェイト小計

ウェイト総計
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鹿屋体育大学
（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項
○ 学長補佐が担当業務に専念できるよう他の役職との兼任廃止を打ち出し規程 ○ 業務運営の効率化
を改めるとともに，学長･理事等が業務に集中できるよう，会議等を実施しな 事務組織の在り方に関し，抜本的な見直しを行う目的で｢事務改革大綱｣を
い曜日･時間帯をオフィスアワーとして設けるなど，企画立案体制の確立を図 策定し，これに沿って，法人化後２年を経た時点で全業務を対象に全職員か
った。 ら改善提案を求め，業務分析と問題点洗い出し調査を行い，その評価結果を

もとにアクションプランを策定し，旅行命令の処理手順の合理化･決裁の簡略
○ 卒業生（修了生）という人的資源の有効活用を図る目的で，企画室において， 化など実施可能なものから順次実施した。
同窓会との連携を企画し，その取り組みの初段階として卒業生の活動及び連絡
先等のアンケート調査を開始した。 ○ 外部有識者の積極的活用

学外理事及び経営協議会学外委員から，地域社会に大学の活動をより一層
○ 国立大学法人としての運営の実績を踏まえ，大学運営の効率化を進めてきた。 広報する必要があるとの提言があり，公開講座等の大学開放事業や大学が主
この結果，経営協議会の開催に際し，広範囲で実質的な審議を行えるよう，欠 体となって実施しているNIFSスポーツクラブなどを中心に，新たに｢鹿屋体大
席委員の意見を事前聴取し，審議に付すなど改善を図った。更に，東京近辺在 News｣を作成し町内会回覧や地元に開局されたFM放送局を利用して，地元に密
住の学外委員が多く，大学の立地条件により審議時間を確保し難いことから， 着した広報活動を展開した。
テレビ会議システムを導入し，当該委員の東京での審議参加を可能にし，会議 また，経営協議会学外委員の助言に基づき，本学学生が日本学生支援機構
運営の効率化･改善に役立てた。 の優秀学生顕彰事業に応募し，奨励賞を受賞することができた。

○ 社会の変化に伴う人材養成ニーズを見通して，従来の体育･スポーツ課程を ○ 監査機能の充実
スポーツ総合課程に改組し入学定員を拡充し，スポーツビジネス分野での専門 監事監査により改善の指摘を受けた事項について，日常的な大学の運営を
家養成を目指したSCO－OPプログラムの開発を開始するなど，新たな人材養成 連絡調整する運営連絡会において，大学としての対応策を協議し改善するこ
のシステムを開拓するための経営戦略を展開してきた。 とにより，大学運営への活用を図った。

○ 平成１７年度評価結果による改善の取り組み
２．共通事項に係る取組状況 ・ 内部監査機能の充実を図るため，規程の整備及び事務体制の充実を十

○ 戦略的な法人経営体制 分には実施していないとの指摘を受けたが，１７年度までの調査分析を
１８年度から，本学が取り組むべき課題について意欲的な事業とりわけ全学 もとに，学長指揮下に監査室(室長１名，室長補佐２名，室員３名)を設

的な観点からの事業や教育･研究を支援するため，新たに戦略的ISOP経費を設 置した。これにより，事務局から独立して監事との連絡調整及び監事監
けることとし，中期目標･中期計画の達成に向けて意欲的なアイデアを重点的 査の事務を強化し，内部監査要領を策定し，業務監査及び会計監査を実
に実施･支援できる仕組みを構築した。 施した。

・ 教員公募を行う際，公募の範囲を海外にも広めるための具体的な取り
○ 戦略的･効果的な資源配分 組みが見られず対応が十分でないとの指摘を受けたが，１８年度から教

大学の理念を実現するため，組織の活性化に資する望ましい人的基盤のあり 員の公募を行うに当たっては，海外向け教員公募の手段として，本学ホ
かたと構成員の能力が最大限に発揮される人事の基本的方向を｢人事マネジメ ームページ(English版)のトップページに｢job information｣と名付けた
ント方針｣として策定した。 教員公募のリンクを張り，英文にて通知を行った。

更に，学校教育法改正に基づく｢助教｣の配置に伴い，助手から助教に移行す
る全教員に任期制を導入し，また，期間を定めて行うプロジェクト教育研究を
行うために新たに雇用される教員に任期制を導入することとし，教員の採用に
流動性を高め，戦略的･効果的な人事配置を行えるようにした。

○ 資源配分に対する評価
教員に対する教育研究経費の傾斜配分の基礎となる教員業績評価を，各教員

の評価のもとに，重点的に活動した領域(教育･研究･学生支援･社会貢献･管理
運営)を高く評価できる方法へと見直しを図り，戦略的に学内資源を配分でき
るよう改善した。
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 ○外部資金を獲得するための具体的な方策を検討する体制を整備し，積極的に外部研究資金その他の自己収入の獲得を図る。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

１外部研究資金その他の自己収入の増加 １外部研究資金その他の自己収入の増加
に関する目標を達成するための措置 に関する目標の達成

（１）科学研究費補助金，受託研究，奨 （１）科学研究費補助金，受託研究，奨
学寄付金等外部資金増加に関する 学寄付金等外部資金収入の増加
具体的方策

【24】科学研究費補助金，受託研究，奨 【24】１７年度に実施済み
学寄付金などの外部資金を積極的に獲
得するための組織，体制を整備・充実
させる。

【25】産学官による共同研究を積極的に 【25】１９年度以降実施予定 鹿児島県姶良町（受託研究）及び和泊町（PALS研究）における健康づ
進めるために，学内共同教育研究施設 （１８年度年度計画なし） くりセミナーにおける身体組成及び体力測定等において，保健管理セン
の機能を充実させ，民間研究員の受け ターと生涯スポーツ実践センターが連携して最新の測定機器（腹部エコ
入れや受託研究などの外部資金の獲得 ー測定器，血圧脈派測定器，四肢の脈派測定器）を使い地域の生活習慣
を促進させる。 病予防のための事業に参画した。

【26】企業，地域社会などと連携を密に 【26-1】前年度に検討した外部資金の受 Ⅲ ○知的財産を活用した自己収入の増加をめざし，大学の研究成果の技術
して，大学の物的・人的資源を活用し け入れや自己収入の増加策の実施に向 移転を業務としている（株）鹿児島ＴＬＯと業務委託基本契約を締結
た自己収入の増加を図る。 けた準備作業を行い，実施体制を整備 し，本学の保有する知的財産の企業等への技術移転に向けての実施体

する。 制を整備した。
○発明等を行った職員等に対し，登録補償金，実施補償金を配分するこ

とを定めた「鹿屋体育大学職務発明等規程」を制定した。これにより
職務発明の特許申請件数が増加した。

【26-2】入学志願者及び入学者の安定 Ⅲ ○入学志願者募集のための入試広報について次のとおり積極的に行った。
的な確保を図ることにより，安定し ・大学説明会：8月8日 参加者:122名
た自己収入の確保を図る。 ・体験授業 ：8月9日 参加者:講義：57名，実習: 59名

・九州地区国立大学合同説明会（平成１８年度から開催）への参加
・各地で開催された進学説明会への参加（教職員を派遣できない場合
は，資料を送付するなどしてできるだけ対応）
参加説明会数：２６会場（資料参加を含む）

・本学来学者（高校生，高校教員及び保護者等受験関係者）への対応
・鹿児島県内高校への出前授業２校実施
・大学ＰＲ用ポスターの作成

なお，大学説明会・体験授業については，アンケート結果や他大学
の状況を調査・分析し，来年度開催に向けた改善等について検討した。
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鹿屋体育大学
○今後の効果的な入試広報戦略について，アドミッションセンター研究

会を開催するなど，同センターを中心に検討を行い，受験者増に向け
取り組んだ。

【26-3】公開講座等の開設状況を積極的 Ⅲ 下記のとおり公開講座等の開設について積極的に情報提供を行った。
に発信し，講習料等収入の獲得に努め ・本学ホームページに情報掲載した。
る。 ・広報誌「邁進」や財団月報「蒼天」にも取り上げ，公開講座の紹介

を行った。
・新聞の折り込み広告や町内会回覧板等の利用，ポスターや「鹿屋体

大News」と称したチラシの掲示・配布等を拡大し，受講者獲得を積
極的に行った。

・地元に開局されたＦＭ局を利用して公開講座とＮＩＦＳスポーツク
ラブの広報を行った。

・かごしま県民大学中央センターと連携した広報活動を行った。
・指導者養成講座等は，病院，保健所，専門学校等講座の受講対象に
添った広報活動を行った。

・特定の講座を新聞紙上や無料の広告紙に掲載してもらうなど広報活
動の充実を図った。

上記の取り組みにより，公開講座講習料の収入は対前年度比０．１％の
増収であった。

平成16年度 平成17年度 平成18年度
講座数 １６講座 １５講座 １７講座
受講生 ４２８人 ４６４人 ４８７人
講習料 3,085千円 3,881千円 3,885千円

【26-4】大学施設の開放を積極的に進め， Ⅲ 〇利用申請の迅速な処理や時間外の利用受付等，施設使用の利便性を図
施設使用料等収入の獲得に努める。 った。又より一層，円滑な業務の遂行及びサ－ビスの向上を図るため，

事務組織検討会で検討を進めた。
〇施設利用を促進するために，本学を利用する学外者が，自由に使用で

きる「ＮＩＦＳコミュニティールーム」の施設整備を行った。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

中 ○経費を抑制するための具体的な方策を検討する体制を整備し，経費の抑制を図る。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

２経費の抑制に関する目標を達成するた ２経費の抑制に関する目標の達成
めの措置

（１）管理的経費の抑制に関する具体的 （１）管理的経費の抑制
方策

【27】人件費，光熱水費などの管理的経 【27】管理的経費抑制の取り組みについ Ⅲ ○効率化係数による予算額の逓減に鑑み，本学における教育研究の質を
費は，業務全体の見直し，省エネルギ て検証を行うとともに，削減可能な事 維持・向上するために，平成１７年度に引き続き，管理的な支出経費
ーなどを推進して削減を図る。 項についてさらに検討を進める。 の改善・見直しについて検討した結果，印刷製本費と通信運搬費にお

いて，平成１７年度より1,767千円削減することができた。
○具体的な削減策として，印刷物や書類等についてはメール便の活用，

電話の通話料については各電話会社のサービスについて見直し・変更
を行い，経費の削減を図った。

○ボイラ－運転のこまめな発停により，対１７年度比で重油量１９％を
削減した。

○電力量は，省エネの取組みにより，対１７年度比で０．９％を削減し
た。

○年度計画【18】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【28】イントラネット等を活用して，情 【28】１７年度に実施済み ○年度計画【22】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
報の共有化，電子化を推進する。

【29】印刷物の発行や通信運搬費等の簡 【29】１９年度以降実施予定 ○年度計画【27】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
素化，効率化を推進する。 （１８年度年度計画なし）

【30】印刷・コピーの縮減やペーパーレ 【30】１６年度に実施済み
ス化と消耗品等の効率的な調達を図
る。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 ○資産の運用管理を改善するための具体的な方策を検討する体制を整備し，効率的な資産の運用管理を図る。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

３資産の運用管理の改善に関する目標を ３資産の運用管理の改善に関する目標の
達成するための措置 達成

（１）資産の効率的・効果的運用を図る （１）資産の効率的・効果的運用
ための具体的方策

【31】土地，建物などを有効利用するた 【31】土地・建物などの有効利用を推進 Ⅲ ○課金制度により実験研究棟，大学院棟，各センタ－，体育施設等の平
めの計画を策定し，推進する。 する。 成１８年度使用申請事前確認調査とその結果報告を行い，1,468㎡が課

金対象とされた。
○職員宿舎の入居率の改善を図るため，非常勤職員及び研究員にも貸与

できるように宿舎細則を改正し，対象者延べ６人が入居した。
○附属図書館の床スラブ改修を行った結果，狭隘な閲覧スペ－スを解消

し，集密書架(約1万冊収納増）を設置できるようになった。
○学外者へのサ－ビス向上を目的とするコミュニテイル－ムのスペ－ス

を確保するために，学生ロッカ－室を見直し，さらなる建物の有効利
用を図った。

○土地・建物の有効利用を専門的に審議し，かつ速効性を発揮できるよ
うに施設マネジメント小委員会を設置した。

○年度計画【45】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【32】学内全体の既存施設を点検，見直 【32】学内全体の既存施設の効率的・効 Ⅲ ○既存スペ－スから，助教の教員研究室やプロジェクト研究室等のスペ
しを行い，効率的な活用方策を検討す 果的な活用を図るため，利用実態の調 －ス確保に向けて，課金対象外の実験室，演習室の使用状況と現地調
る。 査を行う。 査を実施した。

【33】大学施設を有効に活用するための 【33】大学施設をＰＲするため，ホーム Ⅲ ○本学ホームページの施設利用案内を，利用者に優しく，わかりやすい
方策を検討し，対外的にも積極的にＰ ページによる利用案内を行う。 案内にリニューアルした。
Ｒを行い，自己収入の獲得を進め，効
率的な運用を図る。

【34】学内駐車場の利用については，料 【34】学内駐車場の有料化について検討 Ⅲ 学内交通対策ワ－キングで審議・検討した結果，本学の地理的な位置
金徴収システムの導入を含めて効果的 する。 や公共交通機関の環境及び平成１７年度の学内駐車場拡張整備の状況等
な利用方法を検討する。 を考慮すると，学内駐車場の現時点での有料化は適切でないと判断した。

ウェイト小計

ウェイト総計
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鹿屋体育大学
（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項
○ 体育大学の教育研究分野においては，大学の研究成果の活用は比較的馴染み
がうすいものの，１７年度に引き続き，知的財産の活用を推進した。発明等を
行った職員等に対し補償金を配分する職務発明等規程を整備周知し，九州経済
産業局による講演会等を数次実施するとともに，TLOとの業務委託契約を締結
し，技術移転に向けての実施体制を整備した。この結果，職務発明の特許申請
件数が増加している。

○ 職員宿舎を大学施設を有効活用する観点から宿舎細則を改正し，職員宿舎を
非常勤職員及び研究員にも貸与することを可能にし，入居率アップ及び財務内
容の改善に取り組んだ。

２．共通事項に係る取組状況
○ 管理的経費の抑制

効率化係数による予算額の逓減に鑑み，本学における教育研究の質を維持・
向上するために，平成１７年度に引き続き，管理的な支出経費の改善・見直し
について検討した結果，印刷製本費と通信運搬費において，平成１７年度より
1,767千円削減することができた。

○ 省エネルギーの取り組み
ボイラー運転に当たり，省エネルギーに努めることとし，こまめな発停に取

り組んだ結果，暖冬による季節変動の影響を反映するものの，対前年度比で重
油量１９．１％，金額にして2,157千円を削減することができた。

また，電力量は対前年度比で０．９％の削減を達成した。

○ 人件費削減に向けた取り組み
｢人事マネジメント方針｣を策定し，教員の異動･退職により欠員となった場

合の計画的な教員採用の方針を明らかにし，必要性を十分に検討し，人件費削
減を考慮しつつ，人件費予算額のシミュレーションを行ったうえで公募するこ
こととなった。事務系職員については，順次削減計画を実行しており，１８年
度は昨年に引き続き１人の削減を実施した。

この結果，中期計画において設定された人件費削減目標値に達成に向けた年
度計画による人件費削減を達成した。
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び情報提供

① 評価の充実に関する目標

中 ○自己点検・評価及び外部評価を厳正に実施し，結果を公表するとともに，教育研究・大学運営の改善に反映させる。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

１評価の充実に関する目標を達成するた １評価の充実に関する目標の達成
めの措置

（１）自己点検・評価の改善に関する具 （１）自己点検・評価の改善
体的方策

【35】管理職及び各種委員会委員長によ 【35】学内組織の管理・運営等について Ⅲ ○年度計画【5-2，19，37-2】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
る管理運営に関する自己点検・評価を 自己点検・評価を行う。
継続して実施する。

【36】大学の中期目標・中期計画の達成 【36】中期目標・中期計画及び年度計画 Ⅲ ○監査室も学長ヒアリングに列席し進捗状況の把握をおこなう体制とし
状況を，年度ごとに学長の下で点検・ の達成状況について，学長ヒアリング た。また，内部監査年間計画に年度計画進捗状況調査（学長ヒアリン
評価する体制を確立する。 等の実施により定期的に検証する体制 グ）を組み込み定期的に検証する体制を確立した。

を確立する。 ○年度計画【5-2】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【37】大学の諸活動について，テーマを 【37-1】自己点検・評価の状況を報告書 Ⅲ 「自己点検・評価報告書（年次報告書）～平成１７年度版～」を作成
設定して定期的に自己点検・評価及び として作成し，公表する。 し本学ホームページに公表した。
外部評価を行うとともに，内部組織ご
とに自発的な自己点検・評価及び外部 【37-2】学内各組織における自発的な自 Ⅲ 「平成１８年度自己点検・評価方針」に基づき，１９年度に大学評価
評価を奨励する。 己点検・評価や外部評価を奨励する。 ・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審することを決定した。

これにともない認証評価の作業部会を設置し，学内各組織もこれに積極
的に協力するよう奨励した。

【38】外部評価を受けたときは，対応す 【38】外部評価を受けたときは，その結 Ⅲ １７事業年度法人評価の指摘事項について，役員会等で報告し具体的
る改善策を策定するとともに，定期的 果を踏まえ，改善を進める。 には，１０月３０日開催の学長ヒアリング及び内部監査で改善状況を検
にその改善状況を検証する。 証し，改善されていることを確認した。

（２）評価結果を大学運営の改善に活用 （２）評価結果の活用と大学運営の改善
するための具体的方策

【39】自己点検・評価及び外部評価の結 【39】自己点検・評価及び外部評価結果 Ⅳ 自己点検・評価において「学内および学外との連携を強化して，国内
果並びに対応する改善策は，学外に公 を検討のうえ，組織再編・整備等に活 外の優秀な研究者，学生が協同して教育研究を進められる体制の整備が
表するとともに，学内での資源配分及 用する。 必要」との評価結果に基づき，下記２点を実施した。
び教育研究組織の再編整備に適切に反 ・国立スポーツ科学センターとの連携大学院の推進
映させる。 国立スポーツ科学センターと教育研究の連携・協力に関する協定を締

結し，平成１９年４月から，博士後期課程の学生が必要な研究指導を
同センターにおいて受けられることを可能とする連携大学院の協定を
締結した。
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鹿屋体育大学
・博士後期課程学生定員の増員

大学院教育の充実・強化を図る意味で，現在６名の入学定員の２名増
を概算要求事項として掲げ，要求どおりの措置を受けた。

【40】外部評価の一環として，教員公募 【40】１９年度以降実施予定
に係る選考，大学院学生の論文審査， （１８年度年度計画なし）
大学院担当教員の資格審査に，必要に
応じて他大学の教員の参画を得，教育
研究の水準の維持向上を図る。

【41】大学の危機管理体制を確立すると 【41-1】危機管理に関するマニュアルを Ⅳ ○危機事象及びリスクが発生した場合の基本的な対応等について「危機
ともに，諸事情に配慮しつつ学内外に 策定する。また，危機管理に関する研 管理マニュアル」を作成した。
公表する。 修会を実施する。 ○学長，理事，危機管理員等の管理的な立場にある者及び希望者を対象

に，外部講師を招き，「危機管理に関する講演会～リスクマネジメン
トの理論と実践～」を実施（12/14開催：出席者50名）。

○大学全体の危機管理及びリスクマネジメントの基本的な考え方，行動
指針，基本的な対処方法について，国立大学法人鹿屋体育大学リスク
マネジメントポリシーとして定め，学内外に公表した。

○リスクの洗い出し及び評価を実施し，個別のリスク対策等について取
り纏めた。

○本学が優先して取り組むべきリスク（優先順位の高いリスク）及びリ
スク対策指針を定め，教職員へ周知した。

○大学が加入する保険に関して，事故・災害等発生時の報告等のフロー
チャート，報告書の様式，損害賠償保険等の内容についての説明書等
を作成し，役職員等へ周知した。

○コンプライアンス専門員会を設置し，「公益通報者の保護に関する規
則」を策定するなど，法令遵守の体制整備をおこなった。，

○本学研究者が研究活動を実施するための基本姿勢，及び不正行為の疑
義が生じた場合の取扱いについて，「鹿屋体育大学の研究活動に係る
行動規範」及び「鹿屋体育大学における研究活動の不正行為に関する
取扱規程」を策定した。

【41-2】ハラスメントの防止に係る啓発 Ⅲ ○ハラスメント防止に関して，職員向けのパンフレット，リーフレット
・研修や，男女雇用機会の均等，業務 を作成し，職員に啓発を図った。また，ハラスメント防止専門委員と
遂行上の問題解決・改善に係る意見聴 セクシュアル・ハラスメント相談員との情報交換会を実施した。本学
取などを通じて，活力ある職場環境の におけるハラスメント防止策について忌憚ない意見を出し合い，より
醸成を図る。 良い職場環境作りに取り組んだ。

○学外から専門家を講師として招き，全学研修会「セクシュアル・ハラ
スメントのない大学にするために」を平成１９年２月９日に実施した。

ウェイト小計
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鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び情報提供

② 情報公開等の推進に関する目標

中 ○各種広報媒体を活用し，大学の教育研究及び運営の状況について広く外部に情報提供する。
期
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

２情報公開等の推進に関する目標を達成 ２情報公開等の推進に関する目標の達成
するための措置

（１）大学情報の積極的な公開・提供及 （１）大学情報の積極的な公開・提供及
び広報に関する具体的方策 び広報

【42】既存の印刷媒体について整理合理 【42-1】既存の印刷媒体の整理・合理化 Ⅲ 大学概要について，見直しを行い既存印刷物との重複を避けコンテン
化を図るとともに，ホームページの広 について検討する。 ツの精選，合理化を図った。今後も事務組織検討会のもと，拡大ワーキ
報媒体としての活用，広報ビデオ（又 ンググループにて全学的に既存の印刷媒体の整理・合理化について検討
はＣＤ）の制作など広報の一層の充実 することとした。
を図る。

【42-2】ホームページの掲載内容につい Ⅲ ○鹿屋体育大学ホームページのリニューアルを行った。
て，精査を行い，迅速で的確な情報提 ○ホームページの更新作業を再確認し，掲載頁によっては更新担当者を
供を図る。また，掲載する情報につい 置くことで，より迅速で的確な情報提供となるよう更新作業のフロー
て充実を図る。 を整備した。

○英語版の掲載内容の精査，学生向けに台風時の休講のお知らせ，大学
紹介ビデオ最新版の掲載等の新規情報の掲載をした。

【42-3】広報ビデオ，第二版を作成する。 Ⅲ 広報ビデオ第二版（ＤＶＤ）は１１月に完成し，大学開放事業「蒼天
祭」で放映し，１２月にはホームページにも動画を掲載した。

なお，本学の広報の拡充のため，平成１９年４月にオープンする鹿屋
市交流センター「リナシティ」に無期限でＤＶＤの貸出をすることとし
た。

【43】大学の理念に基づく中期目標・中 【43】ホームページ上で次の事項につい Ⅲ 「平成１７事業年度実績報告書」「法人評価結果」「年次報告書（自己
期計画の達成状況については，ホーム て公表する。 点検・評価書）」「情報開示請求手続き」等の関係法令で義務付けられて
ページ等で毎年情報公開する。 ・中期目標・中期計画の達成状況 いる情報のほか，１８年度からは経営協議会，教育研究評議会の議事の

・自己点検・評価及び外部評価の結果 概要及びリスクマネジメントポリシーをホームページ上に公表し，情報
（各種統計データを含む）並びにそ 公開に努めた。
れに対応する改善策

・情報公開法に規定する情報

【44】スポーツに関する映像・研究デー 【44】スポーツ映像データベース構築プ Ⅲ スポーツ映像データベース構築プロジェクトを発足させた。
タベースの構築・公開を進める。 ロジェクトを発足させ，データベース また，スポーツ情報センターに導入した映像配信システムを利用した

に載せるためのコンテンツの収集を開 システムの構築に着手した。
始する。同時に，データベースの設計
を行う。
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ウェイト小計

ウェイト総計
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（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項
○ ｢平成１８年度自己点検･評価方針｣に基づき，これまでの外部評価の取り組
みを発展させ全学として取り組むこととし，１９年度に大学評価・学位授与機
構による大学機関別認証評価を受審することを決定し，認証評価のための自己
点検･評価作業に着手した。

○ ｢事務改革大綱｣に沿って，法人化後２年を経た時点で事務局の全業務を対象
に全職員から改善提案を求め，業務分析と問題点洗い出し調査を行い，事務系
の業務全般にわたる自己点検･評価を実施した。

○ 監査室を設置し，内部監査要項を策定し，業務監査及び会計監査を実施した。
特に業務監査の実施に当たり，内部監査年間計画に年度計画進捗状況調査(学
長ヒアリング)を組み込み定期的に検証する体制を確立した。

２．共通事項に係る取組状況
○ 情報公開の促進

大学情報の積極的な公開を促進する観点及び迅速で的確な情報提供の観点か
らも，既存の印刷媒体による情報公開から大学ホームページの拡充を図った。
学生向けに台風時の休講のお知らせや大学紹介ビデオ最新版の掲載等新規情報
の掲載に努めた。また，年度実績報告，法人評価結果等の法定情報の他，経営
協議会･教育研究評議会における議事の概要及びリスクマネジメントポリシー
等を公表した。

○ 平成１７年度評価結果による改善の取り組み
自己点検･評価及び外部評価の評価結果に基づく学内資源配分及び教育研究

組織の再編整備への反映について調査研究を行い，方針を決定し，実施に向け
た体制を構築する計画が検討段階にとどまっているとの指摘を受けたが，１８
年度は，自己点検･評価の結果から大学院教育の充実を目指すこととし，体制
の整備として国立スポーツ科学センターとの連携大学院の協定締結及び博士後
期課程の入学定員２名増の概算要求を行い，実現に辿り着けた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他の業務運営に関する重要事項

① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 ○体育・スポーツに関する知の創造拠点として，高い水準の教育研究環境を確保する。
期 ○地域との連携，共同研究のためのスペースの確保と改善を図る。
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

１施設設備の整備等に関する目標を達成 １施設設備の整備等に関する目標の達成
するための措置 （１）施設等の整備
（１）施設等の整備に関する具体的方策

【45】教育研究の高度化，国際化及び情 【45】研究の高度化・情報化等に対応可 Ⅲ ○連携大学院におけるスポ－ツ科学センタ－との双方向授業用のテレビ
報化に対応した施設整備を推進する。 能な施設整備計画の検討と必要に応じ 会議システムの演習室を設置した。

た改修を行う。 ○実験研究棟に，現代ＧＰ(e-learning)採択事業における研究室及び作
業室を，設置できるように計画した。

○教員研究室用３室を，暫定的にプロジェクト研究員等の研究室に使用
できるようにした。

【46】競技力向上のため，屋内外の体育 【46】屋内体育施設の定期的な点検と屋 Ⅲ ○点検及び５カ年施設整備計画表により多目的グランド改修他６件の体
施設の整備充実を図る。 外体育施設の維持管理を実施し，劣化 育施設の改修整備を行った。

した体育施設の重点的な整備と計画的 ○屋内実験プ－ルのプ－ル水循環口の蓋が，ボルトで固定されているか
な整備を行う。 点検を行い，固定が不十分なボルトの安全確保を行った。

○さく井と配管敷設を行い，井戸水を確保することにより，夏場におけ
るプ－ル水の温度上昇を防ぎ，かつ散水によるグランド芝生の維持管
理が図れるようにした。

【47】省エネルギーと地球環境問題に配 【47】省エネルギーと地球環境問題に配 Ⅲ ○エネルギー縮減計画に基づき，講義棟２階教室の照明器具の省エネ型
慮した施設整備を推進する。 慮した施設整備を推進する。 への改修及び附属図書館の空調機の省エネ型への更新をおこなった。

○講義棟１～３階廊下及びホール照明の自動センサ－設置，実験研究棟
２，３階廊下照明器具の省エネ型への改修と自動センサ－化を行った。

○設備の適正な運転状態を保つため点検記録簿の見直し，自動制御の設
定変更，保全業務による空調設備の点検整備及び教職員・学生への省
エネ啓発活動を実施した。

【48】学生宿舎を含めキャンパスアメニ【48】学生宿舎等の改修整備を推進する。 Ⅲ ○学生宿舎Ｃ棟の浴室，トイレ，補食室等の改修を行い，アメニテイの
ティに配慮した施設整備を推進する。 改善を行った。

○学生宿舎駐車場の増設及び駐輪場の改修を図った。
○大学会館の学生ラウンジを広くし，内装も改修し，キャンパスアメニ

テイの改善を図った。

（２）施設等の有効活用及び維持管理に （２）施設等の有効活用及び維持管理
関する具体的方策

【49】共同研究のための体育施設及び附 【49】共同研究のために活用される体育 Ⅲ ○共同利用を促進する目的で，中長期的展望に基づいた設備整備マスタ
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属施設・設備の充実を図る。 施設及び附属施設・設備の充実を図 ープランを新たに策定した。

る。 ○学長裁量経費により４件の共同利用機器を購入し，設備の充実を図っ
た。

○加減圧可能流水プ－ルの附属機器の改修を図った。

【50】施設の点検評価を継続して実施し，【50】施設の点検評価を実施し，研究ス Ⅲ 年度計画【32,45】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
教育研究スペースの適切な配分を行 ペースの適切な配分を行う。
う。

【51】プロジェクト型の研究や競争的資 【51】先端的な研究に対応した研究スペ Ⅲ 年度計画【45】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
金による研究のスペースの捻出を図 ースの確保を検討する。
る。

【52】経済性と信頼性を確保するため， 【52】定期点検等の結果をもとに予防的 Ⅲ ○電気・機械設備の保全業務による定期点検を行い，その点検結果に基
施設の予防的な維持管理を行う。 な維持管理を行う。 づき修理及び部品交換を実施した。

○構内外灯設備及び屋内実験プールの給排水設備の自主点検を行い，不
良箇所の修理及び部品交換を実施した。

○予防保全として，水野講堂外壁補修及び総合体育館屋根パラペット防
水改修を行った。

○年度計画【46】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

ウェイト小計



- 26 -

鹿屋体育大学
Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他の業務運営に関する重要事項

② 安全管理に関する目標

中 ○労働安全衛生法など関係法令等を踏まえた安全管理及び授業・課外活動中における事故防止の体制整備を図る。
期 ○地域に開かれた大学として，安全な教育研究環境を確保する。
目
標

中期計画 年度計画 進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
状況 ｲﾄ

２安全管理に関する目標を達成するため ２安全管理に関する目標の達成
の措置

（１）労働安全衛生法等を踏まえた安全 （１）労働安全衛生法等を踏まえた安全
管理・事故防止に関する具体的方 管理・事故防止
策

【53】労働安全衛生法に基づき，産業医， 【53】安全衛生管理体制の充実を図り， Ⅲ ○事故等の未然防止のため，労働安全衛生法等に基づき，産業医及び衛
衛生管理者を中心とした安全衛生管理 学内の安全確保や教職員の健康管理に 生管理者が定期的に学内を巡視し，設備，作業方法，衛生状態等につ
体制を整備・充実し，学内の安全確保 努める。 いて，点検を行った。巡視結果については，毎月開催の安全衛生専門
や教職員の健康管理に努める。 委員会に報告した。

○労働安全衛生法に基づき，教職員に対する定期健康診断を平成１８年
１１月３０日に実施した。当日受診できなかった者については，各自
医療機関で受診するようにし，その結果を報告させることとした。
また，教職員の定期健康診断受診率は，81％（人間ドック受診者含
む）であった。

○実験研究棟の実験室等を中心に，安全衛生専門委員会委員による集団
巡視を，平成１９年３月２０日に実施した。巡視結果については，教
職員に報告し，安全衛生管理の徹底について周知を図った。

○鳩のフン害調査を実施し，被害の報告があった箇所は健康管理の観点
から，清掃及び防止策を計画した。

○年度計画【41-1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。

【54】体育大学としての特殊性を踏まえ，【54】体育大学としての特殊性を踏まえ Ⅲ ○１９年度版「学生生活の手引き」における実技及び実験の安全に係る
教職員，学生に対して，授業や課外活 た授業や課外活動中における事故防止 項目について，学生がより理解しやすいように見直しを行い，１９年
動中における事故防止のためのマニュ のためのマニュアルを見直し，安全性 度当初に全学生，指導教員に配布した。
アルの整備・充実を図るとともに，研 の確保に努める。 ○各サークルのリーダーを対象として毎年度開催する研修会「サークル
修会を実施する。 リーダーズセミナー」において，１８年度新たに，課外活動中の事故

防止に係る項目を追加し，実施した。
［サークルリーダーズセミナー］

・開催月日：2月13日
・参加人数：学生４６名，教職員１２名，計５８名

○学生に対し，新入生オリエンテーション，在学生オリエンテーション，
小クラス懇談会等において，交通安全に係る指導を行うと共に，後期
授業開始に合わせ，大学正門，学生宿舎正門及び学内駐車場等で，重
点的に交通安全指導を行った。
また，交通安全意識の普及及び高揚を図り，交通事故及び交通違反の
防止に努めることを目的として，学生及び教職員を対象として交通法
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令講習会を開催した。

［交通法令講習会］
・開催月日：10月4日
・参加者数：学生４７５名，教職員２９名，計５０４名

（２）学生等の安全確保等に関する具体 （２）学生等の安全確保等
的方策

【55】施設の安全性を確保するため，建 【55】建物の健全度調査を実施し，必要 Ⅲ ○職員宿舎３号棟の健全度調査を行い，健全度は維持されていることを
設年次に応じた健全度調査を実施し， に応じた改修整備を行う。 確認した。
必要に応じた改修整備を行う。 ○水野講堂は外壁のクラックが発生しているため，補修を実施した。

○本学設立時に施設整備を担当した外部者を招へいし，設立から２５年
経過した，校舎・体育館等の老朽度検査を実施した。

【56】身体障害者（故障者）及び高齢者【56】施設のバリアフリー化を推進する。 Ⅲ ○附属図書館の既存屋外スロ－プは，ハ－トビル法の基準に適合するよ
対策として，施設のバリアフリー化を うに改修した。
図る。 ○渡廊下の段差の解消及び校舎間の渡り用飛び石の段差を解消した。

○体育館渡廊下（巾３，８ｍ 長さ２０２ｍ）に滑り止めコーティング
を施工し，歩行し易くした。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（４） その他の業務運営に関する特記事項等

１．特記事項
○ 施設・設備の有効利用及び共同利用を促進する効率的な導入計画の立案のた
めに，中長期的展望に基づいた設備整備マスタープランを新たに策定した。
これに基づき，教育研究その他管理運営に必要となる設備機器の整備･更新を
行い，厳しい財政の中で，教育研究活動の動向を見据えつつ，重点的かつ計画
的な教育研究等設備の導入を図った。

○ 施設整備緊急５カ年計画の策定に際し，既存施設の有効利用を図り施設マネ
ジメントの徹底による改修整備と体育施設の機能確保を目指す施設整備の基本
方針を明らかにしたうえで，教職員全員から施設整備需要の要望調査を実施し，
体育大学として必要な教育研究の動向と競技力向上の要請に応じたマスタープ
ランを策定した。

○ 本学設立後２５年を経過するため，設立時に施設整備を担当した外部者を招
へいし，校舎･体育館等の機能劣化及び建物老朽度の実地検査を実施した。そ
の結果，新たな視点から改修計画の検討に着手した。

２．共通事項に係る取組状況
○ 施設マネジメントの実施状況

実験研究棟の有効利用を図るため，実験室，演習室･資料室の使用状況調査
及び現地調査を実施した。また，新たに設けた｢助教｣職に研究スペースを確保
するため，既存スペースの転用に向けた検討を開始した。

○ 省エネルギーに向けた取組
エネルギー縮減計画に基づき，講義棟教室の照明器具の省エネ型への改修，

自動センサー化を行うとともに，設備の適正な運転状態を保つため，点検記録
簿の見直し，自動制御の設定変更等を実施した。

○ バリアフリー化の推進
附属図書館の既存屋外スロープ取り付け及び渡り廊下の段差解消等ハートビ

ル法に適合した改修工事を実施した。

○ 危機管理への対応
大学全体の危機管理及びリスクマネジメントの基本的な考え方･行動方針･対

処方法をリスクマネジメントポリシーとして制定し，ホームページ上で公表し
た。また，全業務を調査しリスクの洗い出し及び業務のリスク評価を行い，個
々のリスク対策を取りまとめるとともに，危機管理マニュアルを作成し，リス
ク対策指針を定め，教職員に周知した。

○ 研究費の不正使用防止のための体制・ルール
本学において研究活動を実施するための基本姿勢を明らかにし，研究活動に

不正行為の疑義が生じた場合の取扱い等を明確にするため，｢研究活動に係る
行動規範｣及び｢研究活動の不正行為に関する取扱規程｣を策定し，研究費の不
正使用防止のため体制を確立した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

① 教育の成果に関する目標

中 ○生涯スポーツ，競技スポーツ及び伝統武道の教育を通じて
期 ・体育学部においては，幅広い教養と品格ある豊かな人間性を備え，実践的，創造的な指導力を持った活力のある人材を育成する。
目 ・体育学研究科においては，豊かな教養と品格を合わせ持った国際的に活躍できる実践的な高度専門指導者を育成する。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

１教育に関する目標を達成するための措 １教育に関する目標の達成
置

（１）教育の成果に関する目標を達成す （１）教育の成果に関する目標の達成
るための措置

①学部教育に関する目標を達成するため ①学部教育
の措置

【57】養成すべき人材像に関する具体的 【57,58】中期計画において本学が目指 本学が目指す養成すべき人材の知識・能力を明確にして，教育課程改訂の基本方
な目標の設定 す人材を養成するため，教養教育及び 針等に基づき，新教育課程の「卒業所要単位数」「履修科目」「教育プログラム」

・スポーツ指導力と生涯各段階の運動に 専門教育の教育課程や教育内容，学生 を決定し，「時間割」，「履修モデル」及び「在学生・編入学生の履修方法の特別措
よる健康の維持増進の必要性への理解 指導の点検・見直しを行う。 置」を策定した。
をもち，生涯スポーツの振興に積極的
に貢献し得る人材 【中期計画に示す養成すべき人材像】

・スポーツを通じて培われた高い人間力 ・スポーツ指導力と生涯各段階の運動に
をもち，社会の各分野で活躍し得る人 よる健康の維持増進の必要性への理解
材 をもち，生涯スポーツの振興に積極的

・スポーツ指導力と児童生徒の発達への に貢献し得る人材
理解をもち，学校運営に積極的に参画 ・スポーツを通じて培われた高い人間力
できる教員の資質を持つ人材 をもち，社会の各分野で活躍し得る人

・国際水準の競技力をもち，日本代表と 材
して国際的に活躍できる人材 ・スポーツ指導力と児童生徒の発達への

・競技力向上をトレーニング理論に基づ 理解をもち，学校運営に積極的に参画
き指導できる指導者になり得る人材 できる教員の資質を持つ人材

・国際水準の競技力をもち，日本代表と
【58】上記の人材養成を目指し，教養教 して国際的に活躍できる人材

育及び専門教育の教育課程や教育内 ・競技力向上をトレーニング理論に基づ
容，学生指導の充実を図る。 き指導できる指導者になり得る人材

②大学院教育に関する目標を達成するた ②大学院教育
めの措置

【59】養成すべき人材像に関する具体的 【59,60】中期計画において本学が目指 ２月の学位論文発表会及び４月の在学生ガイダンス時に修士課程学生に授業内容
な目標の設定 す人材を養成するため，教育内容や学 ・方法に関するアンケート調査を実施した。１７年度のアンケート調査結果は，授

・スポーツ，健康づくりにおいて適切に 生指導の点検・見直しを行う。 業担当教員にフィードバックした。
支援できる高度の専門性を有する人材 なお，大学院の教育研究の質的充実を図るため，国立スポーツ科学センターとの

・体育分野の学際的な研究活動を積極的 【中期計画に示す養成すべき人材像】 連携大学院の協定を行った。
に推進し，健康の維持・増進，競技ス ・スポーツ，健康づくりにおいて適切に
ポーツの高度化，伝統武道に関する諸 支援できる高度の専門性を有する人材

鹿屋体育大学
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問題を科学的見地から解明するために ・体育分野の学際的な研究活動を積極的
必要な専門知識を有する高度専門指導 に推進し，健康の維持・増進，競技ス
者 ポーツの高度化，伝統武道に関する諸

問題を科学的見地から解明するために
【60】上記の人材養成を目指し，教育内 必要な専門知識を有する高度専門指導

容や学生指導の充実を図る。 者

③教育の成果・効果の検証に関する具体 ③教育の成果・効果の検証
的な方策

【61】卒業・修了生，学外者等による教 【61】在学生，卒業生及び学外者に対し 大学教育の満足度に関するアンケート調査（卒業生による教育評価）を行い，新
育評価を導入し，教育の成果に関する て教育内容に関するアンケート調査を 教育課程改訂等に活かした。また，卒業生及び卒業生を受け入れている企業に対し，
目標の達成度を検証する。 実施し，アンケート内容の分析・点検 教育内容等に関するアンケート調査を実施し，教務委員会で授業効果について分析

を進め，教育の成果に関する目標達成 ・検討した。
に向けた活用について検討する。

【62】学生の進路や資格取得状況を調査，【62】学生の進路や資格取得状況につい 学生の進路や資格取得状況について調査し，教育内容を検討して，新たに健康運
分析し，教育内容や学生指導の充実に て調査，分析を進め，教育内容や学生 動指導士の養成校としての認定を受けた。
フィードバックさせる。 指導の充実にフィードバックさせる。 平成１８年度中の資格取得状況は，教員免許資格取得者１３５名，日本体育協会

公認スポーツ指導者免除適応コース修了者１２名，健康運動実践指導者資格６名，
イベント管理者の業務基礎知識認定６名である。

鹿屋体育大学
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

② 教育内容等に関する目標

①学部教育に関する目標
○アドミッション・ポリシー（求める人材像）に基づく入学者選抜の推進。

・生涯スポーツ・健康づくりの分野において，人々の健康状態や体力等に応じた適切な指導が行える指導者になり得る人材を求める。
・競技スポーツ及び伝統武道の分野において選手の競技力向上を適切に支援することができる指導者になり得る人材を求める。

中 ○教育課程の編成
道徳，識見，教養を備え，課題探求能力を有し，実践的指導力を身につけた人材を育成するための教育課程を編成する。

○授業形態，学習指導方法等
期 能力別授業，少人数による対話型の授業の展開と学生を中心とした学習指導・履修指導を充実させる。

○成績評価等
教育目標の達成度・習熟度を検証するための統一的で厳格な成績評価を実施する。

目 ②大学院教育に関する目標
○アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜の推進。

・体育・スポーツの分野において，理論と実践を連結する能力を有しかつ人間的な魅力に満ちた指導者になりうる人材を求める。
標 ○職業上必要な高度で専門的な知識や技術の習得を求めたり，実社会で身につけた実践的な知識経験を高めようとする人材の受け入れを推進していく。

○高度化する関連諸科学の研究の成果を学際的・総合的に把握し，実践と結び付けることのできるハイレベルな研究能力を有する高度専門指導者を養成するこ
とを目指す。

○大学院修士課程における教育課程の充実とともに，より高度な教育課程の実現を目指すために授業科目等の見直しを行う。
○教育研究支援体制の充実を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）教育内容等に関する目標を達成す （２）教育内容等に関する目標の達成
るための措置

①学部教育に関する目標を達成するため ①学部教育に関する目標の達成
の措置

ア アドミッション・ポリシーに応じた ア アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的 入学者選抜
方策

【63】アドミッション・ポリシーに基づ 【63】平成２０年度の各入学者選抜方法 平成１７年度に決定した入試改善策を実施し，平成２０年度入学者選抜に向け，
き改善を図った入学者選抜方法の円滑 の改善策について検討する。 一般選抜の実技試験の評価方法等について検討を行った。
な実施を目指す。 なお，早稲田大学及び九州共立大学の入試担当教職員を招き，体育系大学の入試

・高いモチベーションを持ち，ハイレベ を考える～これからの入学者選抜と入試広報戦略～というテーマで研究会を開催
ルな競技能力を有する者を選抜する し，入試方法の比較検討を行い，改善策の基礎資料とした。
アドミッション・オフィス（ＡＯ）入
試及び推薦入学の改善充実を図る。

・一般選抜の改善充実を図る。
・受験生の能力，適性等の多面的な評価

を行うための選抜方法（第３年次編入，
社会人など）の改善充実を図る。

【64】入学者の高等学校での成績，入試 【64】各入学者選抜ごとに追跡調査を実 各入学者選抜ごとに，平成１７年度成績について次のとおり成績評価を実施し，
成績及び入学後の成績などについて調 施する。 その結果を入試委員会で報告した。
査研究を行い，入学者選抜方法の見直 ・科目ごとの成績分析（Ａ～Ｄ評価による比率）
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しなど，不断の改善を図っていく。 ・ＧＰＡ評価レベル別の人員比率

また，ＡＯ（ＳＳ）入試入学者の入学後の成績と課外活動実績成績の相関関係に
ついて調査し，今後の対応策をアドミッションセンター専門委員会で検討した。

【65】ＡＯ入試合格者に対して，在学高 【65】ＡＯ（アドミッション・オフィス） 平成１９年度ＡＯ（ＳＳ）入試合格者に対し，入学前教育として１７年度に引き
等学校と連携を図り入学前教育を行 入試合格者に対する入学前指導，入学 続き小論文・英語教育を実施した。また，入学後教育において１８年度は最先端の
う。 後指導の充実を図る。 トレーニング設備を有する国立スポーツ科学センターに１０名（２年次生）を派遣

した。

【66】受験生の適性に応じた進路選択の 【66-1】大学説明会及び体験授業を充実 １８年度の大学説明会及び体験授業を８月８日～９日に実施し，それぞれその終
ために，多様な方法により教育目的， させるため，アンケート調査を行う。 了時に参加者に対しアンケートを行った。
アドミッション・ポリシー及び入試成 集計結果は，アドミッションセンター専門委員会及び入試委員会で報告した。
績などの必要な情報の提供を推進して アンケートで指摘のあった問題点等については，同センター専門委員会を中心に
いく。 来年度の実施に向け検討し，改善していくこととした。

【66-2】入試情報をホームページ等で積 受験生やその関係者向けに，入試に関するアドミッションポリシー・入学者選抜
極的に提供する。 状況等の情報をホームページに掲載した。

また，平成１８年度から「出願状況に関する情報」及び「追加合格及び欠員補充
第２次募集に関する情報」を新たにホームページに掲載し，積極的に情報提供を行
った。このほか，入試結果データ（平成１８年度）を記載した「大学案内」を要望
のあった全国の高校や進学説明会，大学説明会等で広く配布した。

イ 教育課程に関する具体的方策 イ 教育課程に関する具体的方策

【67】教養教育では，全教員出動方式に 【67】教養教育の教育課程・教育内容の 新教育課程の策定に当たり，教養教育については，科目区分を明確にし，キャ
より一人一人の学生とのコミュニケー 改善に向けて検討する。 リア教育の充実等の改善を行った。
ションを重視した人格教育を展開し，
幅広い教養と国際性豊かな人間性の涵
養を図る。

【68】専門教育では，適切な指導が行え 【68】専門教育の教育課程・教育内容の 新教育課程の策定に当たり，専修科目については，これまでの３系から４系に増
る基礎的知識，能力を持った人材を育 改善に向けて検討する。 やし，学生の選択の幅を拡大した。また，従来の「論・実習」科目を「論」と「実
成するため,競技スポーツ，生涯スポ 習」に分け，より深い専門教育を受講できるよう改善を図った。
ーツ及び伝統武道についての授業科目
を開設し，専門的な知識，技術・技能
の修得とともに，スポーツ指導員など
の資格取得を図る。

【69】学外スポーツ指導実習などの総合 【69】学外実習科目の授業内容を充実さ 文部科学省からの予算を獲得し，長期間の学外実習科目として新たにSCO-OPプロ
的教育を推進し，学生の社会的実践力 せるとともに，学外指導者からの評価 グラムの導入に向けて，国内外の指導者の評価や意見を集約する目的で，国際研究
を伸ばすことを目指す。 や意見をもとに専門教育や学外実習の フォーラムを開催した。平成１８年度は，試行的に９名の学生に長期間の実習を実

改善策について検討する。 施した。

【70】日本代表や国際的な競技選手にな 【70】日本代表や国際的な競技選手にな 新教育課程の策定に当たり，競技力向上に繋がる基礎実習科目については週１コ
り得る人材の育成を目指し，教育課程 り得る人材の育成を目指し，教育課程 マ増やし，専修科目の「競技スポーツ実習」，「専修武道実習」については，２コ
の編成を図る。 の充実を図る。 マ連続授業に，それぞれ充実を図った。

ウ 授業形態，学習指導方法等に関する ウ 授業形態，学習指導方法等
具体的方策
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【71】少人数によるクラス編成を進める 【71-1】少人数によるクラス編成，対話 ○少人数クラスで編成しているオリエンテーションセミナーはワークブックを作成

とともに，対話・討論による授業の実 ・討論による授業を進めるとともに， し，対話・討論により授業を進められるよう改善を図った。
施，さらに，導入教育のための授業の 学生・教員による授業評価結果に基づ ○学生による授業評価を実施し，調査結果については，各教員にフィードバックす
充実及び理論と実践を連結する能力を き，分析・改善を加える。 るとともに学内に公表するなど，教員による自主的な授業内容・方法の改善を促
育成するため，「論・実習」による授 した。
業を推進する。

【71-2】外国語科目の習熟度別クラス編 英語プレイスメントテストを実施し，その結果により習熟度別クラスを編成した。
成を行うなど，授業内容・方法の充実 また，外国人留学生用の日本語補講も日本語プレイスメントテストを実施し，習熟
を図る。 度別クラスを編成した。

【72】学生への履修指導の充実を図るた 【72】平成１９年度実施の新カリキュラ 新教育課程の各専修ごとの履修モデルを整備した。また，大学院授業科目のシラ
め，シラバスの内容を見直し，学生の ムに対応した履修モデルを整備する。 バスについては，従来の様式に加え「成績評価の方法」と「成績評価の基準」を付
進路選択に応じた履修モデルを整備す また，シラバスの内容を点検し，見直 加するよう見直しを図った。
る。 しを行う。

【73】外国人留学生及び競技力の優秀な 【73】競技力の優秀な学生に対するチュ 競技力の優秀な学生に対するチューター制度を策定し，導入した。
学生に対するチューター制度を整備 ーター制度を実施する。
し，教育目標の達成を図る。

エ 成績評価等に関する具体的方策 エ 成績評価等

【74】シラバスに成績評価方法と評価基 【74】ＧＰＡ方式による成績評価制度導 平成１９年度からＧＰＡ制度を導入することを決定し，修学指導に活用するため
準を明示し，習熟度・達成度に応じた 入を決定し，学内関係規則等の整備を の要項等を策定した。
４段階評価の実施とともに，ＧＰＡ方 図る。
式による厳格な成績評価の実施を進
め，その運用について点検・見直しを
行う。

【75】定期的な到達・理解度の評価及び 【75】各授業科目の修得内容と評価方法 「体育学部教育プログラム」の枠組みを決定し，修得すべき内容や修得した方が
期末試験による最終的到達度の評価等 を記した教育プログラムを整備する。 望ましい内容及び評価方法等が明記された教育プログラムを各授業科目ごとに作成
により総合的な成績評価法の実施を進 した。
めるなど，評価方法の点検・見直しを
行う。

②大学院教育に関する目標を達成するた ②大学院教育に関する目標の達成
めの措置

ア アドミッション・ポリシーに応じた ア アドミッション・ポリシーに応じた
入学者選抜を実現するための具体的 入学者選抜
方策

【76】アドミッション・ポリシーに基づ 【76】平成２０年度各入学者選抜方法の 平成２０年度入学者選抜方法について，入試委員会において，合格者決定基準等
き入学者選抜方法の改善を図る。 改善策について検討する。 の検討を行った。

また，本学博士後期課程と国立スポーツ科学センターとの連携大学院の実施に伴
う学生募集を行った。

【77】多様な選抜方法及び評価尺度の多 【77】平成１９年度の入学者選抜におけ 入試委員会で，外部資格試験等の活用について検討した結果，外部資格試験等の
元化の推進を図る。 る外部資格試験等を活用した入学者選 一般英語と異なり，本学の英語試験はスポーツに特化した専門英語との理由により，

・競技能力の高い者の選抜方法の導入 抜方法を検討する。 導入を見送った。
・ＴＯＥＦＬ，英検等の外部資格試験等

の活用
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【78】長期履修制度の導入等による社会 【78】平成１９年度の入学者から長期履 学則の一部改正を行い，平成１８年４月から長期履修制度を導入した。また，平

人及び外国人留学生など多様な人材の 修制度を導入する。 成１９年度学生募集要項（修士課程・博士後期課程）においても広く制度の周知を
受入れの推進を図る。 行った。

【79】受験資格認定方法の弾力化の推進 【79】受験資格認定方法の点検・見直し 現行の「個別の入学資格審査」（修士課程・博士後期課程）及び「ＳＳ（スーパ
を図り，より多様な人材の確保に努め を行う。 ー・スチューデント：競技歴の特に高い者）認定」（修士課程）の方法について，
る。 入試委員会で検討したが，適切であるとして継続することとした。

イ 教育課程に関する具体的方策 イ 教育課程に関する具体的方策

【80】博士課程においては，体育・スポ 【80】博士後期課程の教育内容・方法の 博士後期課程の教育内容・方法の充実・強化を図る目的から，国立スポーツ科学
ーツに関する高度の学術研究によりそ 充実・強化を図る。 センターとの連携大学院の協定を行った。
の深奥を究めるとともに，学術の応用
に貢献するため，生涯スポーツの振興，
競技力の向上及び伝統武道に関する科
学的研究を推進し，これによって高度
な学識と研究能力を持った高度専門指
導者の養成に取り組む。

【81】体育学の分野における専門的知識 【81】１９年度以降実施予定
及び技術の教授能力，又は高度の専門 （１８年度年度計画なし）
性を要する職業などに必要な高い能力
を有する人材の養成をさらに推進する
とともに，高度な専門知識を有する指
導者・研究者として，専門的知識を総
合し，また科学と実践を結び付けるこ
とができる能力を有する人材の養成を
目指し，教育課程の改訂を検討する。

【82】大学院修士課程の教育課程を，博 【82】修士課程の教育目標の達成や博士 １７年度の修士課程学生による授業科目等に関するアンケート調査結果を教員に
士後期課程との体系的，一貫性の観点 後期課程との体系的，一貫性の観点か フィードバックし，教育内容の改善を促した。また，大学院教育充実のため，研究
から見直しを行う。 ら，修士課程の教育課程・教育内容の 科教務委員会にワーキンググループを設置し検討を行い，関係する規則改正等を行

改善に向けて検討する。 った。

ウ 学習指導方法等に関する具体的方策 ウ 学習指導方法等

【83】学生の専門性を高めるため，学外 【83-1】大学院学生が専攻する領域に加 修士課程においては，専攻の領域以外の領域から４単位，領域指定なし８単位を
の有識者による特別講義の実施及び授 え，関連（周辺）領域の科目を履修さ 履修させる規定があり，その履修方法や科目の選択等について指導教員がアドバイ
業科目の選択など履修指導を充実強化 せるなど教育内容の充実を図る。 スするよう履修指導を充実した。
させる。

【83-2】学外の有識者による特別講義を １０月２３日に総合健康運動科学系，１０月２６日に総合トレーニング運動科学
実施する。 系で学外の有識者を招聘し特別講義を実施した。

特別講義タイトル
・スポーツとグローバリゼーション～越境するスポーツ文化の行方～
・分子イメージングのスポーツ科学への導入

【84】成績評価を厳格にする一方で，修 【84-1】修士課程及び博士後期課程の学 修士課程では，必修科目「課題研究Ⅰ」，博士後期課程では，必修科目「統合研
学が不充分な学生に対する履修指導を 生に対する研究指導の充実を図る。 究セミナー」において，指導教員と副指導教員の緊密な連携の下で，ティームティ
制度化する。特に，外国人留学生，社 ーチング方式による研究指導を行った。
会人学生に配慮するものとする。

【84-2】外国人留学生及び社会人学生に 外国人留学生については，新入生及び在学生ガイダンスにおいて，全般的な履修
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対する履修指導の充実を図る。 指導を行い，平成１８年度から別途留学生ガイダンスを実施し，修学指導を強化し

た。また，社会人学生については，学生の都合を考慮して，休業期間を利用した集
中講義やメールでの履修指導により修学指導を強化した。

【85】学生の研究（研究目標，研究の方 【85】修士課程及び博士後期課程の学生 年度計画【84-1】の「計画の進捗状況」参照。
向性，研究に対する意識など）に対し に対するティームティーチング方式に
て指導教員・副指導教員などによる相 よる研究指導の充実を図る。
談指導体制の整備を図る。

【86】学生が研究成果を国際学会等にお 【86】学生が研究成果を国際学会等で発 博士後期課程では「統合研究セミナー」，修士課程では「課題研究Ⅱ」をそれぞ
いて公表することを推進し，国際的に 表できるよう，指導内容・方法の充実 れ開設し，その授業を通じて学生が研究成果を国際学会等において発表できるよう
活躍できる実践的な高度専門指導者の を図る。 指導を行った。博士後期課程では博士論文として審査規定が明記された学会誌に２
育成を目指す。 件掲載され，修士課程も「課題研究Ⅱ」で９件発表した。

【87】大学院において身につけた体育学 【87】研究科担当の教員によるスポーツ 就職対策室において，１７年度に引き続き，学生の専門性に関連した企業等を選
に関する高度な専門知識を十分生かす 関連団体･企業等の開拓を継続して行 定し，大学院担当指導教員及び就職対策室員を中心として，３５社の企業等訪問を
ことができる進路先を開拓する。 い，併せて，専門知識を生かせる関連 実施した。訪問結果については，整理・分析を行った後，ゼミ指導教員等を通して

産業の業務内容の調査や学生の専門性 学生に提供した。なお，本訪問により，１９年度採用意向のあった企業等について
等の分析により進路先の開拓につなげ は，臨時に就職説明会を開催し，参加企業１０社の中で内定者を得る成果があった。
ていく。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

③ 教育の実施体制等に関する目標

中 ○教育目標の実現を図るために必要な教員の配置を図る。
期 ○教育・学習環境の整備・充実を図る。
目 ○教員等の教育能力及び指導能力などの向上を図るためのシステムや体制を整備する。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（３）教育の実施体制等に関する目標を （３）教育の実施体制等に関する目標の
達成するための措置 達成

①適切な教職員の配置等に関する具体的 ①適切な教職員の配置等
方策

【88】教員の採用においては，教育目標 【88】学長の一元管理の下で，採用する 学部及び研究科における教育研究内容の充実を図るため，学長の判断により教員
の達成を図るため，重点的な教員の配 教員について教育能力を重視した選考 選考特別委員会を開催し，４名の教員人事を実施した。平成１８年度中に３名の助
置及び教育能力をより重視した選考を を行い，適切な配置を行う。 教授が教授へ昇任し，平成１９年４月１日付けで１名の助教授が教授へ昇任予定と
行う。 なった。また，平成１９年度に向けて，准教授相当者を４名公募し，平成１９年４

月１日付けで講師１名，助教１名を採用することが決定した。

【89】大学院の教育研究の活性化と質の 【89-1】教員の博士号取得を奨励するた 平成１７年度に引き続き，博士後期課程在学者の助手に対し，学内運営業務の一
向上を図るため，大学院担当教員とし めの支援体制を充実する。 部免除等の配慮を行った結果，博士論文の提出に至り，その結果博士を１名輩出し
て原則的に博士号を持つ者を採用す た。
る。さらに，担当教員の資質向上を
図るため，審査基準に基づき資格審査 【89-2】大学院博士後期課程担当教員の 「大学院博士後期課程担当教員資格審査基準」及び「大学院博士後期課程担当教
を定期的に実施する。 資格審査基準を策定する。 員資格審査基準の取り扱いについて」を制定した。

②教育に必要な設備，図書館，情報ネッ ②教育に必要な設備，図書館，情報ネッ
トワーク等の活用・整備の具体的方策 トワーク等の活用・整備

【90】情報通信技術（ＩＴ）を活用した 【90】授業や自主学習で活用する情報通 ○スポーツ情報センターの機器を更新し，効果的な授業が行える環境整備のため端
効果的な授業や自主学習が行えるよう 信技術（ＩＴ）機器環境の整備を進め 末台数を増設した。また自主学習が行えるよう附属図書館への端末増設を図り，
学習環境の整備・充実を進める。 る。 教育・学習環境を整備した。

○現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ事業名：実践的スポーツ指導者
教育プログラム）に採択され，e-Learningの環境整備を開始した。

【91】体育・スポーツに関する資料の整 【91-1】広く学生から図書に関する意見 体育・スポーツに関する資料の整備・充実を図るために「収集方針」を策定した。
備・充実と電子図書館的機能の強化を を集め，これを基に体育・スポーツ， また広く利用者の意見を集めるため，体育・スポーツ及び武道に関する資料のアン
図る。 武道に関する資料の整備・充実を図 ケート調査を実施した。集計結果と蔵書構成をもとに整備・充実を図る資料分野の

る。 整備を開始した。

【91-2】利用頻度の高い電子ジャーナル 電子図書館的機能の充実のために利用頻度の高い，電子ジャーナル７８５タイト
のバックファイルを導入し，電子図書 ルのバックファイルを導入し利用環境の整備を図った。
館的機能の充実を図る。

③教育活動の評価及び評価結果を質の改 ③教育活動の評価及び評価結果による質
善につなげるための具体的方策 の改善
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【92】各開設授業科目において実施記録 【92】担当授業科目のうち，週１コマの 平成１７年度に作成した授業記録は教務委員会に配布し，授業改善・評価の資料

を作成し，授業の改善・評価の資料と 実施記録を試験的に作成し，授業の改 とした。また，平成１８年度については，教務委員が後期の１コマの科目で１５回
する。 善・評価の資料とする。 分を作成することとした。

【93】実験，実習及び実技などの授業へ【93】ＴＡ制度の活用を進めるとともに， ティーチング・アシスタント（ＴＡ）に対する研修については，ＴＡの業務が当
のティーチング・アシスタント（ＴＡ） ＴＡ研修会を実施し，ＴＡの質の向上 該授業担当教員の指示の下に行われていることから，担当教員が必要に応じ個別に
の活用を推進するとともに，ＴＡ研修 を図る。 指導を行った。
会等の充実を進め，教育支援者の質の
向上を図る。

【94】ファカルティ・ディベロップメン 【94-1】教材・授業改善などに向けた科 ＦＤ推進専門委員会で授業改善のため，スポーツ・武道等に関する実技実習を行
ト（ＦＤ）事業の推進を図る｡ 目群別ガイドラインの作成に向けて検 う際の教授指針案の検討を行った。

・学生及び担当教員による授業評価調査 討する。
を実施し，授業改善に活用する。

・公開研究授業及び研究討論会などを実 【94-2】「授業改善モデル授業」の設定 「授業改善モデル授業」の設定方針を策定するため，学生による授業評価が高か
施し，授業方法及び授業内容の改善・ 方針及び実施計画について検討する。 った授業を選定し，公開研究授業の実施及び公開授業に参加した教員による研究討
充実を図る。 論会を開催して，授業の進め方，学生への授業に臨む態度に対する啓発等，授業全

・ＦＤ事業の実施結果をまとめ，教材・ 般に対する検討を進めた。
授業改善などのガイドラインを作成す
る。 【94-3】ＦＤ講演会を引き続き実施し， １１月２２日にＦＤ講演会を実施した。

公開研究授業については，学生による 平成１７年度後期の学生による授業評価の高かった教員名を公表し，当該教員によ
授業評価の良かった科目の上位者数名 る公開研究授業・研究討論会を５回実施した。
の氏名を公表して，当該教員による公
開研究授業を実施する。

【94-4】学生及び担当教員による授業評 前期授業科目３３科目及び後期授業３５科目について，学生による授業評価を実
価調査を実施し，授業改善に活用する。施し，評価結果をＦＤ推進専門委員会に報告すると共に，各授業担当者にフィード

バックし，授業改善に活用することとした。なお，自由意見等については全教員に
周知した。

また，学生による授業評価を行った科目の担当教員には，授業改善・充実のため
に，評価結果に対する自己点検レポートの提出を求めた。

【95】特色ある教育支援プログラム（Ｇ 【95】大学教育改革支援プログラム（大 年度計画【90】の「計画の進捗状況」参照。
Ｐ）の採択に向けて取り組む。 学改革推進等補助金）への申請を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標

④ 学生への支援に関する目標

中 ○学生が正課，課外活動及び学生生活（経済支援を含む。）の各側面で十分な支援が受けられる体制等の整備を図る。併せて相談体制の整備，学生支援・サービ
期 スの質の向上を図る。
目 ○課外活動を通じて学生の競技力向上と社会人としての資質の向上を図るため，支援を行う。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（４）学生への支援に関する目標を達成 （４）学生への支援に関する目標の達成
するための措置 ①学習相談・助言・支援の組織的対応
①学習相談・助言・支援の組織的対応に

関する具体的方策

【96】全学的な学生支援に関する問題等 【96-1】学生のニーズ・諸問題等に応じ ○学生相談支援室において，１７年度に引き続き，学生の多様なニーズを把握する
の対応について，学生と相談機関の円 た学生支援の方策について検討・実施 ため，学生・教職員６０名が参加し，「なんでんかんでん語ろう会（学生と学生
滑な連携を図り，その効果をより高め し，見直しを行いながら充実を図る。 相談支援室等との懇談会）」を開催した。さらに，学生指導担当教職員を対象に
機能する体制を整備するとともに，学 学生生活指導研究会を開催し，学生の諸問題等に応じた具体的な学生支援の方策
生に対する各種情報（学業，生活・ について意見交換を行った。
正課外活動等）が迅速にやり取りで ○学生何でも相談窓口において延べ１１９件の相談に応じた。
きる双方向型情報配信システムを構 ○学生支援の方策の一つとして，新入生の保護者と小クラス担当指導教員との懇談
築し，学生支援・サービスのバックア 会を実施し，保護者との連携を図った。また１９年度の懇談会に向けて，新入生
ップ体制を積極的に推進する。 の保護者に対し，質問票の提出を依頼し，懇談会の質疑応答の内容の充実を図っ

た。

【96-2】学生に対する各種情報が迅速に 学生委員会において，図書情報専門委員会と連携を図りながら，スポーツ情報セ
やり取りできる双方向型情報配信シス ンターに係るシステムを利用する形での整備・運用に向けて検討を重ねた。
テムについて検討する。 なお，同様のシステムを採用している他大学について，実地調査を行った。

【96-3】学生宿舎に入居する学部学生１ 学生宿舎入居者について，従前の１・２年生に加え，１８年度は，３年生につい
年生から３年生に対して，朝食の摂取 ても朝食摂取を強く奨励し，保護者の理解も得ながら，全学年とも朝食摂取率100
を強力に推進する。また，食事の内容 ％と順調に定着させた。
についても充実を図る。

②生活相談・就職支援等に関する具体的 ②生活相談・就職支援等
方策

【97】学生の心理的な問題や健康管理に 【97】学生の心理的な問題や健康管理に ○学生相談支援室において，問題の早期発見・解決を目指した学生相談支援体制に
対する相談・支援体制の整備・充実を 対する相談・支援体制を検討する。 ついて検討すると共に，教職員のカウンセリング能力の向上を図るために，「メ
図る。 ンタルヘルスに関する講演会」を開催（参加者５１名）した。また，学生に対す

るセクシュアル・ハラスメント防止に関する方策として，サークル代表学生とセ
クシュアル・ハラスメント相談員等との意見交換会（参加者５５名）を実施した。

○メディカル面での専門性が必要とされる問題については，保健管理センターを中
心に，学校医（精神科医）を委嘱した上で，学内の関係組織及び学外の医療機関
等と連携協力しながら問題解決に向け対応した。身体的相談に関しては，延べ2,
856件の診療を行う他，医療機関の紹介を行うなど学生の健康管理の支援を行っ
た。
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【98】学生の就職活動支援を一層推進す 【98】就職情報の共有化を図るため，教 ○就職対策室において，１８年度新たに「教職員就職指導研修会」を開催し，就職
るため，就職情報の共有化を図り，教 職員に対する就職指導研修会の実施と 指導の重要性や採用動向に係る就職指導のポイント等について，教職員の共通認
員と事務職員の連携による全学出動体 ともに，教員と事務職員の連携による， 識を図った。
制を整備する。 企業開拓(訪問）の充実を図る。 ○年度計画【87】の「計画の進捗状況」参照。

【99】職業観の涵養や就職活動の意識高 【99-1】就職関連の授業及び行事の充実 ○導入教育科目について，早い段階で就職に関心を持つように，キャリア形成教育
揚を図るため，就職関連授業や行事内 ・強化を図る。 の内容を含んだ授業科目に改訂し，１９年度４月から実施することとした。
容の充実・強化を図る。 ○１８年度新たに，学生の職業観の涵養や就職活動に対する意識高揚を狙い，本学

卒業生を講師とした「ＯＢ・ＯＧ講演会」を実施し，就職行事の充実を図った。
○本学の教育・就職支援に係り，卒業生及び在職企業等に対してアンケート調査を

実施し，今後の就職支援等の充実に向けて，データの分析・検討を行った。
○年度計画【69】の「計画の進捗状況」参照。

【99-2】生涯スポーツビジネス分野での 生涯スポーツビジネス分野での専門家養成に向けた教育プログラム（SCO-OPプロ
専門家養成に向けた教育プログラムの グラム）の開発とモデル事業の実施について，SCO-OPプログラム開発プロジェクト
開発とモデル事業の実施について検討 を組織し，検討を進めた。
を進める。

【100】大学院学生の研究活動を経済的 【100】優秀な博士後期課程の学生を学 優秀な大学院生を，学内研究プロジェクトへ参画させ，また，学会へ派遣するな
に支援する方策を検討する。 内研究プロジェクト等へ参加させるな どの，研究内容を深めさせる取組を行い，それに伴う必要経費の経済的支援も行っ

ど，研究内容を深めさせるとともに経 た。
済的支援を行う。

③課外活動支援に関する具体的方策 ③課外活動支援

【101】学生の競技力を十分に発揮・向 【101-1】学生の個性・能力に応じたコ 競技力向上委員会において，全学生を対象として，「スポーツ傷害セミナー」（参
上させるため，教員の連携による科学 ンディショニングの支援を行う。 加者６９名）を開催し，学生の個性・能力に応じたコンディショニング指導・支援
的トレーニングに基づくプログラムを を行った。
提供し，個性・能力に応じたコンデ
ィショニング支援を行う。また，栄養 【101-2】専門スタッフによるトレーニ 各サークルのトレーナー担当及びアスレティックトレーナーを目指す学生を対象
管理やスポーツ傷害に対する意識の高 ング，栄養管理，健康管理等の支援を として，「アスレティックトレーナーに関する講習会」を開催（延べ参加者９４名）
揚を図るなど，競技活動へのサポート 充実する。 し，学生の競技力向上に係る基本的ケア面の支援を行った。また，「健康セミナー」
体制を充実させる。 を開催（参加者４２６名）し，学生の健康管理（食生活及び食習慣等）に関する意

識の高揚を図った。

【101-3】競技力向上の意識高揚のため ○「競技力を向上する会」（参加者数530名）を開催し，TASSプロジェクト等の成
の研修会等を実施する。 果の報告を行うと共に，競技力向上に対する学生の士気を高めた。

○競技力向上委員会を中心に課外活動状況の視察を行い，学生や顧問教員等と意見
交換を行った。また，意見交換を基に，今後の改善点について関係委員会等で検
討を行った。

○日本新記録を樹立した学生の功績を称えるため，記念植樹を実施すると共に，対
外試合で特に活躍した学生を対象として，「祝勝会・報告会」（参加者数151名）
を開催した。

【102】ボランティア活動等の社会的活 【102】学生スポーツボランティア支援 「学生のスポーツボランティア活動の支援事業」（１６年度現代ＧＰ採択）で構
動に対して，学生が社会貢献の一環と プログラムの運用により，問題点の洗 築した支援システムを全学的に実施し，事業の成果を纏めた報告書を作成した。併
して積極的に参加・活動できる環境及 い出しを行うとともに，スポーツボラ せて，１９年度以降に向けて課題の整理を行った。
び支援体制を整備する。 ンティア活動が全学的に活用されるた 「学生スポーツボランティアフォーラム in 鹿屋体育大学」（参加者数170名）

めの取り組みを推進する。 を開催し，学生のボランティアに対する意識の啓発を図った。



- 40 -

鹿屋体育大学

【103】課外活動を通じて，学生が自主 【103-1】学生を対象とするサークル活 学生委員会において，各サークルのリーダーを対象として，「サークルリーダー
性・協調性を身につけられるよう適切 動に関する研修会を実施する。 ズセミナー」（参加者数58名）を開催し，リーダーの資質の向上及び課外活動の活
な指導・助言やサークル運営への支援 性化に努めた。
体制を整備する。

【103-2】サークル活動への支援体制の ○学生の競技力向上に係る予算配分について，支給基準の一部見直しを行い，より
整備について検討する。 実態に即した支援を行った。また，課外活動施設において，全学的な整備が必要

とされる設備については，「設備整備マスタープラン」における年次計画に組み
入れ，検討した。

○学外者との合同練習に係る事故防止方策要項を策定し，学生及びサークル指導者
に対して，事故防止に関する意識の向上を図った。また，合同練習の参加者に対
して，傷害保険の加入を義務付けるなど，事故対策を実施した。
・合同練習申し込み数 高等学校３６校１６８名
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標

① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

中 ○体育・スポーツ，武道及び健康に関する独創的，先端的，総合的な学術研究を進め，学際領域における実践的な研究を推進する。
期 ○研究成果を社会へ還元するために，国内外の研究機関や社会との研究交流の拠点となることを目指す。
目 ○研究活動の質の不断の維持・向上を図り，体育・スポーツに関する中心的な役割を担うことを目指す。
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

２研究に関する目標を達成するための措 ２研究に関する目標の達成
置 （１）研究水準及び研究の成果等に関す

（１）研究水準及び研究の成果等に関す る目標の達成
る目標を達成するための措置 ①目指すべき研究の方向性及び重点的に

①目指すべき研究の方向性及び重点的に 取り組む領域
取り組む領域

【104】目指すべき研究の方向性及び大 【104-1】ジュニアアスリートにとって 研究協力校との共同研究は各校とも順調に進行した。ジュニアアスリートのトレ
学として重点的に取り組む領域とし 有効な各種基礎体力（補強）トレーニ ーニング方法の開発については，指導現場で活用できる補強トレーニングをまとめ
て，次の３点をあげる。 ングについて，研究協力校と連携して た実技ＤＶＤを作成した。１８年度で終了する３年間の研究のまとめについては，
・スポーツにおける競技力の向上を図 共同研究を行い，研究協力校との３年 １８年度末発行の「スポーツトレーニング科学第８号」に掲載した。

るために，身体発達に応ずる運動適 間の成果を報告書にまとめる。
応のメカニズムを明らかにし，科学
的なトレーニング法の構築と高度の 【104-2】国際的視野に立った低酸素ト 平成18年10月14日に国立スポーツ科学センターで開催された高所トレーニングシ
指導システムの開発を，国際的視野 レーニングの確立に向け，競技種目別 ステム研究会主催による国際シンポジウムにおいて，これまでの鹿屋体育大学での
に立って推進。 のガイドラインの整備及び誰もが利用 研究成果をとりまとめて発表を行った。

・スポーツによる健康づくりの原則を できるような明確な方法論などについ
明らかにし，人々のライフステージ て，ＪＩＳＳ及び高所トレーニングシ
や体力，生活環境に応じた運動処方 ステム研究会と連携を図りながら検討
を開発し，アクティブライフスタイ する。
ルの形成と生涯スポーツの振興に積
極的に寄与。 【104-3】運動・スポーツに関する支援 ○受託研究による測定調査を定期的に実施しており，研究年報として刊行した。

・発育期の青少年の心身の健全な発達 システムや地域医療費を含めた経済効 ・姶良町民の定期的な運動・スポーツ実施による健康体力と地域医療軽減効果に
に資する一貫指導システムの研究・ 果についての測定研究の成果を年度ご 関する研究
開発を行うとともに，指導者の確保 とに報告書としてまとめる。 ○全学的プロジェクトであるＰＡＬＳプロジェクトとして，平成１７年度から平成
と施設の整備を含めた学校体育の充 １９年度まで実施予定の測定評価結果のうち，平成１８年度分について報告書と
実への寄与。 してまとめた。

【104-4】生涯スポーツの視点から，人 ○「ＮＩＦＳ発スポーツ教本」として，ライフステージ別（青少年編，高齢者編）
々の各ライフステージの特性に応じた の運動のあり方を解説したＤＶＤを作成し，鹿児島県内の教育委員会に配付した。
運動やスポーツ指導のあり方について ○全学的プロジェクトであるＰＡＬＳプロジェクトのうち４件において，高齢者医
研究する。 療費の抑制に寄与するための活動を鹿児島県内にて実施した。

【104-5】文部科学省で実施している「子 科学研究費補助金採択課題として，鹿児島県和泊町の総合型地域スポーツクラブ
どもの体力向上推進事業」の指定市町 を対象に調査を実施した。また，平成19年3月開催の生涯スポーツ実践センター協
村等における子どもの地域スポーツ参 力者会議において，日本体育協会担当者，鹿児島県担当者と意見交換を行い，子ど
加状況について調査する。 もの運動習慣向上への方策を検討した。
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【104-6】諸外国のスポーツタレント育 スポーツ情報センターと国立スポーツ科学センターとの連携により，諸外国のス
成の実態について調査する。 ポーツタレントの発掘に関する活動情報の交換を行った。

②研究成果の社会への還元に関する具体 ②研究成果の社会への還元
的方策

【105】アスリートの体力向上に効果の 【105】研究協力校との共同研究プロジ 研究成果報告書である「スポーツトレーニング科学第８号」を１８年度末に発刊
ある基礎的な新しいトレーニング法 ェクトの成果や本学独自に開発した新 した。ホームページでは，これまで発刊した「スポーツトレーニング科学」の全刊
（例えば低圧，低酸素トレーニングな しい低酸素トレーニング法等の各種の （１～７巻）及び全てのニューズレター（１～１１号）の掲載(PDF化)を完了した。
ど）を開発し，科学的なトレーニング 研究成果等を，報告書やホームページ
に関する研究プロジェクトを整備し 上で順次公開し，内容の充実を図る。
て，総合的な競技力向上の研究推進に
寄与する。

【106】総合型地域スポーツクラブなど 【106-1】県内総合型地域スポーツクラ スポーツ振興くじ助成事業を受けた鹿児島県内の総合型地域スポーツクラブを対
の育成プログラムを開発し，健康の維 ブの調査を実施する。 象に，クラブの組織運営，会員や地域への役割効果，助成事業による効果等につい
持増進，生活習慣病予防など，具体的 て，調査を実施した。（対象クラブ：鹿屋市，加世田市，指宿市，姶良町，和泊町，
な指導原理に関する研究を行い，生涯 中種子町，上屋久町，屋久町）
スポーツの普及振興に寄与する。

【106-2】広域スポーツセンターとの共 鹿児島県主催の広域スポーツセンターの事業が中止されたため共同事業としては
同事業でクラブマネージャー養成事業 実施していないが，日本体育協会の公認アシスタントマネジャ養成事業のコース認
（研修会）を実施する。 定を受け，カリキュラムとして実施している。

また，生涯スポーツ実践センター協力者会議に日本体育協会担当者を招聘，事業
概要等について意見交換を行った。

【107】地域特性を活かして，武道及び 【107-1】武道に関する研究機関との連 伝統武道・スポーツ文化系主催の「武道研究会」を２度開催した。
海洋スポーツの振興を図るための研究 携や，武道に関する研究会の開催を進 第１回 2007年1月18日 16：30～18:00 本学助手
活動を推進する。 めるなど，武道学研究の推進を図る。 剣道の国際普及―第13回世界剣道選手権大会に出場して―

第２回 2007年3月27日 13：00～14:30 神戸女学院大学教授
無敵の探究―複素的身体論

【107-2】武道の国際化の振興に関する ○武道に関するデータベースの構築については，柔道の国内主要大会の映像及び試
質的分析と動向調査を進め，武道に関 合結果のデータベースを構築作業中である。また，剣道の国内大会と世界選手権
するデータベースの構築を推進する。 大会の映像及び試合結果を収集し，データベースの構築に着手した。
また，武道に関する国際シンポジウム ○諸外国における柔道昇段制度に関する調査を行い，国際的に統一したシステム構
の開催に向けてワーキンググループを 築のための資料収集・分析作業中である。特に，ドイツ連邦共和国，フランス及
立ち上げ，企画案をつくり，練り上げ び大韓民国における柔道段位制度に関する情報収集・調査を行った。
る。 ○武道に関する国際シンポジウムの開催に向け，ワーキング･グループで企画案を

練り，幾度か系会議に諮り，ほぼ原案を決定した。

【107-3】海洋スポーツ競技の競技力向 ○研究論文については，「セーリング競技の戦術に関する基礎的研究」他２編を，
上及び普及，振興に関する事業・研究 学会発表については，「2000mローイングエルゴテスト評価における一考察」他
を推進し，研究報告書等の発刊を行う。 １編を発表した。

○ナショナルチームの支援を内容とした「セーリング競技における競技力向上の支
援システム」の研究発表を掲載した海洋スポーツ研究第12号を発刊した。

○インターネットで公開中のウォータースポーツ文献情報データベースのコンテン
ツについて拡充を図った。

③研究の水準・成果の検証に関する具体 ③研究の水準・成果の検証
的方策
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【108】体育・スポーツ及び武道に関す 【108】国際的な研究動向等を踏まえた ○国際学会での研究成果発表，SCO-OPの国際研究フォーラムのための調査研究，本

る国際的な研究の動向を調査し，体育 研究を実施する。 学の重点プロジェクト経費（海外派遣研究員等旅費）による共同研究などの調査
学領域における比較研究を推進する。 を実施し，諸外国の研究者と情報交換を行った。

【109】研究活動の活性化を図り，科学 【109】科学研究費補助金の申請に関す 平成１８年１０月１０日（火）に，科学研究費補助金説明会を実施した。講師に
研究費補助金について，中期計画期間 る説明会を適切な時期に行い，申請件 外部講師（日本学術振興会，筑波大学）を招いて，申請概要及び審査方法や外部資
終了時までに，申請件数を教員１人当 数の増加を図る。 金獲得等について具体的な説明を受けた。平成１９年度の申請件数は５４件であり，
たり１件程度まで増加するとともに， 申請が教員数の８割を超えた。
獲得件数及び金額も格段の増加を図
る。 年 度 １６ １７ １８ １９

申請件数 ４２ ４８ ４９ ５４
内定件数 ９ １５ １９ ２１

【110】研究成果を統一的な基準により 【110-1】電子情報化した研究内容等を 「学術研究紀要」第３５号「スポーツを科学する」 と称した研究年報をホーム
客観的に評価するシステムを構築し， わかりやすく社会に公開する方策につ ページ上から公開した。
研究活動の評価を実施するとともに， いて検討・実施する。
研究内容を広く社会に公表する。

【110-2】全学的プロジェクト研究の成 ○平成１８年６月３０日（金）に学内における研究成果報告会（参加者４０名）を
果を学内で発表し，公開講座等により 実施した。
研究成果を公表する。 ○平成１８年１１月２６日（日）に市民講座「研究最前線」として開催し，教員に

よる講演を行い，地域住民約６０名の参加者があった。

【111】研究活動の質に関しては不断の 【111-1】内外の研究機関等との共同研 ○国立スポーツ科学センターとの連携大学院の設置を機に，コーチング・スポーツ
努力で維持・向上を図り，体育学に関 究等を積極的に推進する。 サイエンスの研究を推進することとした。
する中心的役割を担う研究機関として ○平成１９年２月の「国際研究フォーラム」実施に向けて，ウィルフリッドローリ
の体制を整備し，内外の大学・研究機 エ大学等へ出向き，SCO-OP教育に関する研究打合せを実施した。
関，競技団体との共同研究の実施など

により連携を緊密にする。 【111-2】国立スポーツ科学センターと 年度計画【1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
の連携大学院について検討する。

【112】２１世紀ＣＯＥプログラムの採 【112】大型プロジェクトの獲得に向け 大型プロジェクト獲得に向けての方策として，学長プロジェクト事業（学長裁量
択に向けて取り組む。 て取り組む。 経費）により組織的な研究プロジェクトを育成することとした。その取組の一つと

して，「高気圧エアーチェンバーを用いての疲労回復やスポーツ障害への治療」に
関する研究を採択し研究プロジェクトの推進を図った。



- 44 -

鹿屋体育大学
Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(２) 研究に関する目標

② 研究実施体制等の整備に関する目標

中 ○教員の研究能力の向上と適切な配置を図るためのシステムや体制を整備する。
期 ○研究の質の向上を図るため，研究成果や業績等を客観的に評価できるシステムを構築するとともに，評価結果の活用による有効な研究資金の配分や研究環境を
目 整備・充実させるためのシステムや体制を整備する。
標 ○研究成果に基づく知的財産の産業界への技術移転や発明・特許などを管理・活用するためのシステムや体制を整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（２）研究実施体制等の整備に関する目 （２）研究実施体制等の整備に関する目
標を達成するための措置 標の達成

①適切な研究者等の配置に関する具体的 ①適切な研究者等の配置
方策

【113】スポーツ競技種目の重点強化策 【113】ＴＡＳＳプロジェクトにおいて 学生の競技力向上を図るために，ＴＡＳＳプロジェクト５件を採択した。これら
により，競技力の向上を図るとともに 競技力向上を図るため，より集中的・ ５件については，専門家による低酸素トレーニング，栄養指導，メディカルチェッ
学内プロジェクト（TASS＝Top Athle 効果的な支援を行う。 ク，代謝機能測定等特色ある活動計画に基づき，選手への強化支援を行った。
te Support System）の充実を図り，国 また，同プロジェクトにおいて，２年後に開催されるオリンピックに向けて３人
際的視野に立つ研究体制を構築する。 の学生（水泳，ヨット，カヌー）の強化支援を開始した。

【114】国民のだれもが，いつでも，ど 【114】ＰＡＬＳプロジェクトにおいて 平成１８年度は，６件のＰＡＬＳプロジェクトを採択（新規４件，継続２件）し
こでも，いつまでもスポーツに親しむ 運動・健康づくりのための研究の推進 た。新規プロジェクトの内容は，「SSC理論を応用した高齢者の歩行機能を維持増
ことができる生涯スポーツ社会を展望 を図るため，より集中的・効果的な支 進するための運動プログラムの開発」や「高齢者が身体的虚弱に陥る体力及び身体
した研究の一層の推進を図り，学内プ 援を行う。 活動量水準に関する研究」など，運動・健康づくり等の研究を効果的に支援するこ
ロジェクト（PALS＝Promotion of Ac ととした。
tive Life Style）の充実と地域との連
携を促進する。

【115】児童・生徒から中高年者に至る 【115】運動・スポーツに関する支援シ ○国保ヘルスアップモデル事業として実施された鹿屋市の健康づくり事業（平成14
幅広い年齢層に対する体力づくり，栄 ステムや健康寿命延伸のための研究 年度開始）実施後の評価部門を担当し，追跡調査を新たに鹿屋市と連携して実施
養指導，生活習慣改善など，各種の健 を，地域と共同して行う。 した。
康情報の発信に努力し，健康づくりに ○地方自治体からの受託研究として，高齢者の体力・筋力維持向上等を目的として
関する産学官の積極的な研究連携を促 以下の課題に取り組んでいる。
進する。 ・マスターズプロジェクト推進事業（大崎町）

・姶良町民の定期的な運動・スポーツ実施による健康体力と地域医療軽減効果に
関する研究

○平成１８年１２月１日に「メタボリックシンドロームの保健指導における運動・
身体活動支援」と題し，鹿児島県内の保健師，医療関係者等６０名を対象に，客
員教授による講演会を実施し意見交換を行った。

○鹿屋市保健相談センター利用者や姶良町の健康セミナー参加者の利用実績を基
に，ソフトの内容を改良しつつ普及を図った。

②研究活動の評価及び評価結果を質の向 ②研究活動の評価及び評価結果による質
上につなげるための具体的方策 の向上

【116】研究成果や業績などを客観的に 【116】教員の業績評価に係る評価基準 年度計画【5-1，12-1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
評価できるシステムを構築するととも 及び実施方法等の客観性や有効性につ
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に，評価結果や教員からの研究状況等 いて検証するとともに，評価結果の活
に関するヒアリングをフィードバック 用方法について検討する。
させるシステムを整備し，重点的な研
究資金の配分や研究環境の整備・充実
を行う。

③知的財産の創出，取得，管理及び活用 ③知的財産の創出，取得，管理及び活用
に関する具体的方策

【117】大学の柱となる全学的な研究プ 【117】大型プロジェクトの獲得に繋が 年度計画【112】の「計画の進捗状況」参照。
ロジェクトの体制を整備し，重点的な る研究を支援する。
経費の配分を行う。

【118】研究成果に基づく知的財産の技 【118】知的財産に関する調査結果を踏 産学官連携コーディネーターに紹介を受けた企業に依頼し，２件の新規測定機器
術移転や管理・活用をアシストする担 まえ，産学官連携コーディネーター等 （プライオジャンプメーター，重力負荷運動装置）を製作した。重力負荷運動装置
当事務を整備・充実させ，積極的な知 による知的財産の発掘に向けての調査 については３月に特許出願を行った。プライオジャンプメーターについても，九州
的財産の創出，取得及び活用を推進す 等を実施する。 ブロックポリテックビジョン２００７への出展を行い，一般に公開した。
る。

【119】特許化できる研究を選考し，他 【119-1】学内教職員の知的財産に関す 九州経済産業局の採択を受け，以下２回の知的財産権セミナーを実施した。
機関の技術移転事業実施機関（ＴＬＯ） る知識向上等のためのセミナーや研修 （１）開催日：平成１８年１２月２１日（木）
と連携を図り，特許申請数の増大を目 会を実施する。 テーマ：「特許とは？知的財産権とは」
指す。また，特許によるロイヤリティ 「あなたも出願してみましょう！事前調査から明細書作成まで」
を取得した場合は，発明した教員にイ 参加者：２５名
ンセンティブ経費を配分する。 （２）開催日：平成１９年２月１３日（火）

テーマ：「体育系大学におけるベンチャービジネス設立の意義について」
参加者：２２名

【119-2】技術移転の促進を目指し，本 ○特許によるロイヤリティを取得した場合は，発明した教員にインセンティブ経費
学とＴＬＯとの連携体制を確立させ を配分することを定めた，「鹿屋体育大学職務発明等規程」を制定した。
る。 ○年度計画【26-1】の判断理由（計画の実施状況等）参照。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(３) その他の目標

① 社会との連携，国際交流等に関する目標

中 ○社会との連携・協力を推進する体制の整備を図る。
期 ○産学官の連携を推進する体制の整備を図る。
目 ○地域の大学等との授業交流の促進を図る。
標 ○国際交流・協力を推進するシステムや体制の整備を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

３その他の目標を達成するための措置 ３その他の目標の達成
（１）社会との連携，国際交流等に関す （１）社会との連携，国際交流等に関す

る目標を達成するための措置 る目標の達成
①地域社会等との連携・協力，社会サー ①地域社会等との連携・協力，社会サー

ビス等に係る具体的方策 ビス等

【120】全国の地域スポーツ指導者の再 【120】スポーツ指導者や地域社会に対 スポーツ指導者や地域社会に対し研究成果の還元として，公開講座を１７講座開
教育並びに地域住民のニーズに応じた して研究成果を還元するため，公開講 設，ＮＩＦＳスポーツクラブは３種目１３事業を展開した。
公開講座及び学長杯スポーツ大会を拡 座をはじめとした生涯学習支援事業等 この他，パワーアップ研修（教員１０年経験者研修），大学開放事業における「研
充する。 や大学開放事業を実施する。 究最前線」（研究成果紹介），スプリング・サイエンスキャンプ2007，スポーツボ

ランティアフォーラム，学長杯スポーツ大会，「体育の日」の体育施設無料開放を
実施した。

【121】生涯スポーツの振興及び運動に 【121】生涯スポーツ実践センターのホ ホームページを再構築し，最新の情報を掲載した。特に，平成１９年２月に開催
よる健康づくりに関する研究成果を， ームページを再構成する。 した国際研究フォーラムについては，インターネットからの参加申込みも可能とし
インターネット等を活用して広く社会 た。
に情報を提供する。

【122】総合型地域スポーツクラブの発 【122】連携協力方法について具体的な 県内の総合型地域スポーツクラブへ学生・教員の指導者を派遣し，指導者養成プ
展・充実について地域社会との連携・ システム作りを検討する。 ログラムの開発協力を実施した。
協力を進め，本学としての支援策を推
進する。

【123】大学の人的・物的資源の活用及 【123-1】大学を基盤とするスポーツク ○クラブ運営のさらなる充実を図るため，ＮＩＦＳスポーツクラブ規約の見直しを
び地域貢献の観点から，大学を基盤と ラブ（ＮＩＦＳスポーツクラブ）の運 図り，ＮＩＦＳスポーツクラブ運営委員会の開催を定例化した。
するスポーツクラブの創設及び運営を 営の充実を図る。 ○「鹿屋体大News」にて，ＮＩＦＳスポーツクラブの広報を行った。
図る。 ○スポーツクラブに参加する学外者へのサービス向上を目的にコインロッカーとシ

ャワー室及びラウンジを完備したＮＩＦＳコミュニティールームを設置した。
○ＮＩＦＳスポーツクラブの会員数は，前年度と比べ６４人増となった。

平成17年度 平成18年度
会員数 ２２９人 ２９３人

【123-2】体力・健康総合診断システム 年度計画【115】の「計画の進捗状況」参照。
の普及を図る。

②産学官連携の推進に関する具体的方策 ②産学官連携の推進

【124】生涯スポーツの振興及び運動に 【124】企業等のニーズ等の調査のため， 「鹿児島県ものつくりフェスタ’０６」や「九州福祉用具フォーラムｉｎ鹿児島」
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よる健康づくりに関する産学官の共同 情報交換の場に積極的に参加する。 等に参加し，企業の方との情報交換を行った。
研究の推進を図る。

【125】スポーツ情報におけるデータベ 【125】他機関と連携し，データベース 国立スポーツ科学センターのデータベース構築事業に連携・協力し，データベー
ース化に関する共同研究を推進する。 用コンテンツの収集を行うとともに， ス用コンテンツの収集を行った。

データベース構築に向けた共同研究を
展開する。

③地域の公私立大学等との連携・支援に ③地域の公私立大学等との連携・支援
関する具体的方策

【126】他大学等との授業交流を推進し， 【126】鹿児島県内の大学等との単位互 県内の大学等で組織する授業交流協議会の主催により，授業交流特別開設科目「子
単位互換制度を充実させる。 換及び授業交流の充実を図る。 どもの運動と心の育ち」を集中講義として鹿児島大学にて開設した。

また，１８年度の県内単位互換については，前期に１名の派遣があり，後期は６
名を受入れた。

【127】県内の学校等の教員との履修指 【127】１９年度以降実施予定
導に関する研究交流を通して，教員の (１８年度年度計画なし)
教育能力の向上に努める。

④留学生交流その他諸外国の大学等との ④留学生交流その他諸外国の大学等との
教育研究上の交流に関する具体的方策 教育研究上の交流

【128】国際交流協定の締結校との共同 【128】学術交流協定を締結した大学と ○上海体育学院（中国）とは平成１８年５月に国際交流協定を更新，その後教員２
研究プロジェクトを推進するととも の間での研究・教育面の交流を早期に 名を派遣し，共同研究について協議を行った。また，平成１８年１２月に上海体
に，東アジア，東南アジア地域の研究 具体化することを含め，協定校との交 育学院の教員７名を招へいし，共同研究セミナーを実施した。
交流拠点となるよう体制の整備・充実 流の充実を図る。 ○平成１８年６月に教員１名を国立体育学院（台湾）主催のシンポジウムに，講師
を図る。 として派遣した。また，平成１８年１１月に学長が名誉博士学位を授与された。

○平成１９年２月開催の国際研究フォーラムにウィルフリッドローリエ大学（カナ
ダ），上海体育学院，国立体育学院から研究者を招へいし，基調講演等を実施し
た。

○学生交流協定に基づき，協定大学から３名を受入（２大学），本学から５名を派
遣（３大学）した。

【129】東アジア地域の協定校との交流 【129】欧米の学術交流協定校との交流 平成１９年２月開催の国際研究フォーラムにおいて，協定校であるウィルフリ
を維持・推進しつつ，その範囲を北 の充実について検討する。 ッドローリエ大学（カナダ）の研究者を招へいし，SCO-OPプログラムをテーマと
米・欧州地域に拡大し，広域の大学 した基調講演等を実施した。また，平成１９年３月には，本学から出向いて今後
間連携を促進する。 の共同研究，学生交流等の進展について協議した。

【130】国外の研究者の受入れや国際シ 【130】１９年度以降実施予定 ○学術研究の国際交流を推進するため，韓国・慶煕大学から外国人客員研究員1名
ンポジウム等の開催を積極的に推進 （１８年度年度計画なし） を１年間受け入れた。
し，体育・スポーツ関連情報を広く ○第５０回記念イチパー学会の世界大会（国際保健体育，レクリエーション，ス
発信していく。 ポーツ，ダンス学会）を平成２０年に鹿屋体育大学で開催することを決定した。

○年度計画【129】の「計画の進捗状況」参照。

【131】外国人留学生に対する経済的支 【131-1】外国人留学生に本学での留学 平成１７年度受け入れた留学生６名，派遣した学生２名に留学時の諸問題につ
援体制を整備・充実させる。 に関するアンケート調査及び本学か いてアンケート調査を実施し，留学ガイドブック作成に向けた検討材料に資する

らの派遣留学生に対してアンケート こととした。
を実施し，それに基づいた留学環境
を整備する。
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【131-2】外国人留学生に対する経済的 外国人留学生に対する経済的支援については，留学生専門委員会で検討し，平
支援体制の整備を進める。 成１８年度に生活用品を無償貸与した。また，外国人留学生に対する各種奨学金

についても，積極的に応募を指導した。職員宿舎にも大学院生が入居できるよう
に学内措置した。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

◎体育学研究科教育の充実等 にした，この分野では世界最大規模の学会である，イチパー学会（Internatio
○博士後期課程の教育を充実するため国立スポーツ科学センターと連携協定し， nal Council for Health, PhysicalEducation, Recreation, Sports and Danc

定員を６名から８名に増大させるとともに，遠隔地での授業等を可能にするた e）の第５０回記念世界大会を平成２０年に鹿屋体育大学で開催することを決
め，テレビ会議システムを採用した。 定した。

○博士後期課程３年満期時に，博士号取得者２名を輩出した。
◎大学における教育研究成果の地域社会への還元

◎体育学部教育の充実 大学の教育研究成果は，地域住民に対して，大学祭での「研究最前線」の開
体育学部の体育・スポーツ課程をスポーツ総合課程へ改組し，定員を100名 催，公開講座の開催などにより還元されているが，さらなる充実に向け，以下

から120名に増大するとともに，スポーツの技術指導から企画・マネジメント の取組が行われた。
に及ぶ幅広い実践的な指導者教育の強化を図った。具体的な取組は以下の通り ○科学技術振興機構主催で，全国の高校生対象に最先端の科学技術を直接体験
である。 ・学習できる合宿プログラムであるスプリング・サイエンスキャンプにおい

○「実践的スポーツ指導者教育プログラム－インターン活動を包括的に支えるe- て「スポーツ科学の最前線」を開催した。
Learningプログラム－」が平成18年度現代ＧＰに採択され，理論と実技教育， ○スポーツ活動の活性化と振興を図るため，「スポーツボランティアフォーラ
そして学外での実習等での効果的な支援方法・内容開発に着手した。 ム in 鹿屋体育大学」（参加者数170名）を開催し，本学の学生スポーツボラ

○スポーツ専門職のための実践的キャリアトレーニングプログラムの開発に取り ンティアの取組やスポーツボランティア先進国のカナダ から講師を招聘し
組むとともに，諸外国（カナダ，アメリカ，フランスなど）および国内から研 て，最新の情報発信を地域に向け行った。
究者を招聘し，ＳＣＯ－ＯＰ国際研究フォーラムを開催した。 ○国立大隅青少年自然の家と連携協定し，共同事業の開発・実施，相互施設の

○本学の教育・就職の充実のため，卒業生・就職先等へのアンケート調査を実施 利用促進などに取り組み，さらなる社会貢献を図った。
し，平成19年度教育課程を，特にキャリア教育の充実に向け改善した。 ○昨年度創設したＮＩＦＳスポーツクラブや公開講座等への学外者の参加促進

のため，コミュニティルームを設置した。
◎学生への支援

○ボランティア活動への支援
平成16年度現代ＧＰとして採択された「学生スポーツボランティア活動の支援
事業」のまとめである３年目として全学生対象に取り組み，47人が登録し，30
人がボランティア活動の指導に携わった。

○競技力向上への支援
国際的な競技力向上を目指して，ＴＡＳＳプロジェクト，重点強化選手・チー
ムを選定し，取り組んだ結果，世界水泳選手権（銅メダル２個），アジア競技
大会（金・銀・銅メダル各１個）などで優秀な成績を達成した。
また，平成20年度のオリンピックに向け，強化指定選手制度を設置し，３名を
選定した。
参考：日本選手権の上位入賞，インカレ優勝を基準とする学長表彰者は40名，

３チーム。また，日本新記録樹立者は２名，８個。
○就職支援

就職指導について教職員の共通認識を図るため，教職員就職指導研修会の開催
やＯＢ・ＯＧ講演会を開催した。

◎体育学の特性を活かした研究の推進等
○学長裁量経費により，ＴＡＳＳ（競技力への科学的サポート研究）とＰＡＬＳ

（運動による健康の保持・増進研究）プロジェクトの充実を図った。また，中
期目標・計画達成のための事業経費，戦略的ＩＳＯＰ経費を新しく配分した。
参考：１８年度は広報活動，高気圧エアーチェンバーの効果研究等に配分

○大型共同プロジェクト（８件），重点教育および研究プロジェクト事業経費（2
2件）等に対して，外部資金獲得に向けたシーズマネーとして学長裁量経費を
配分した。その結果，職務発明として２件の特許出願ができた。また，科学研
究費補助金への申請件数も49件から54件と，全教員の８割まで増大できた。

○保健体育，レクリエーションを始め人間の身体文化に関する全ての分野を対象
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 該当なし
５億円 ５億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等に

より緊急に必要となる対策費として借り入れする より緊急に必要となる対策費として借り入れする
ことも想定される。 ことも想定される。

Ⅴ 重要財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

計画の予定なし 計画の予定なし 該当なし

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は，教育研 決算において剰余金が発生した場合は，教育研 該当なし
究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

鹿屋体育大学
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源 施設・設備の内容 予定額（百万円） 財 源

・小規模改修 総額 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 施設整備費補助金 ・小規模改修 総額 施設整備費補助金

・災害復旧工事 １１３ （１１３） １８ （ ０） ・さく井及び配管 ５７ （ ３９）
船舶建造費補助金 船舶建造費補助金 の基幹整備 船舶建造費補助金

（ － ） （ － ） （ － ）
長期借入金 長期借入金 長期借入金

（ ０） （ ０） （ ０）
国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン

ター施設費交付金 ター施設費交付金 ター施設費交付金

（ ０） （ １８） （ １８）

（注1）金額については見込みであり，中期目標を達 注）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状
成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施 況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘
設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設・設備 案した施設・設備の改修等が追加されることもあり
の改修等が追加されることもある。 得る。

(注2)小規模改修について17年度以降は16年度同額と
して試算している。

なお，各事業年度の施設整備費補助金，船舶建造
費補助金，国立大学財務・経営センター施設費交付
金，長期借入金については，事業の進展等により所
要額の変動が予想されるため，具体的な額について
は，各事業年度の予算編成過程等において決定され
る。

○ 計画の実施状況等

１．基幹・環境整備 計画と実績の差異の主な理由
・基幹整備（さく井）工事 9,870,000円 さく井及び基幹配管の事業が，平成１８年度に施設整備費補助事業として補助金
・基幹整備（機械設備）工事 25,200,000円 の交付があった。
・基幹整備（機械設備）工事（その２） 3,465,000円
・基幹整備（電気設備）工事 315,000円

小計38,850,000円
２．小規模改修

・寄宿舎Ｃ棟共用スペ－ス等改修工事 8,925,000円
・寄宿舎Ｃ棟共用スペ－ス等改修機械設備工事 5,040,000円
・寄宿舎Ｃ棟共用スペ－ス等改修電気設備工事 2,730,000円
・寄宿舎Ｃ棟共用スペ－ス等改修工事その２ 651,900円
・寄宿舎Ｃ棟共用スペ－ス等改修機械設備工事その２ 653,100円

小計18,000,000円
合計56,850,000円

鹿屋体育大学
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

２ 人事に関する計画 ２ 人事に関する計画 ○「（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標を
（１）方針 （１）方針 達成するための措置」Ｐ６の年度計画【5-1】，Ｐ９

①教育研究，学生への相談・支援及び研究成果の ①教育研究，学生への相談・支援及び研究成果の普 の年度計画【12-2】，Ｐ１０の年度計画【17】【18】，
普及・活用等の業務に対応した人員の適正な配 及・活用等の業務に対応した人員の適正な配置を Ｐ１１の年度計画【19】【20-1】【20-2】参照
置を行う。 行う。

②職員の研修制度や評価体制を充実させ，職員の ②職員の研修制度や評価体制を充実させ，職員の資
資質の向上を図る。 質の向上を図る。

③国立大学法人その他関係機関との間で幅広く計 ③国立大学法人その他関係機関との間で幅広く計画
画的な人事交流を行い，多様な人材を確保する。 的な人事交流を行い，多様な人材を確保する。

（２）人員に係る指標 （２）人員に係る指標
○常勤職員について，その職員数の抑制を図る。 ○常勤職員について，その職員数の抑制を図る。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み （参考１）平成１８年度の常勤職員数 １３７人
７，８４３百万円（退職手当は除く。） また，任期付職員数の見込みを８人と

する。
（参考２）平成１８年度の人件費総額見込み

１，２６２百万円（退職手当は除く。）

鹿屋体育大学
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○ 別表 （学部の学科，研究科の専攻等）
（５月１日現在） 学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 (人) (人) (％)

博士後期課程 １８ ２９ １６１
(a) (b) (b)/(a)×100 体育学専攻 １８ ２９ １６１

(人) (人) (％)

体育学部 ６４０ ７０１ １０９
スポーツ総合課程 １２０ １２４ １０３
体育・スポーツ課程 ３００ ３３３ １１１
武道課程 ２００ ２１２ １０６

３年次編入学（※） ２０ ３２ １６０

博士後期課程 計 １８ ２９ １６１

○ 計画の実施状況等

体育学研究科は，修士課程及び博士後期課程ともに，＋１５％以上の充足率にな
っているが，本学が求める学力等を有していれば，本学の教員組織及び研究機器等
を含む受入体制を考慮し可能な範囲で合格させており，大学院教育を遂行するうえ
で，支障のない受入可能数である。

学士課程 計 ６４０ ７０１ １０９

(人) (人) (％)

修士課程 ３６ ６２ １７２
体育学専攻 ３６ ６２ １７２

修士課程 計 ３６ ６２ １７２

※３年次編入については，適正な定員充足率を算出するために，別建てとして計上
した。なお，収容数で計上した３２名は，全員体育・スポーツ課程に所属してい
る。

鹿屋体育大学


